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国際刑法における上官責任の処罰対象としての不作為

1

一　

問
題
の
所
在

二　

ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
に
お
け
る
上
官
責
任

　

㈠　

処
罰
対
象
と
し
て
の
不
作
為

　

㈡　
「
実
質
的
管
理
」
概
念

三　

二
分
説

　

㈠　

二
分
説
の
骨
子

　
　

1　

二
分
説
に
基
づ
く
上
官
責
任
の
構
造

　
　

2　

二
分
説
に
お
け
る
上
官
の
不
作
為
の
内
容

　
　

3　

二
分
説
に
お
け
る
因
果
関
係
の
対
象

　

㈡　

二
分
説
の
問
題
点

　
　

1　

結
論
の
不
当
性

　
　

2　

従
来
の
上
官
責
任
概
念
か
ら
の
乖
離

　
　

3　

上
官
責
任
の
法
的
性
質
論
と
の
関
係

　
　

4　

シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
に
か
か
る
主
観
的
要
件

　

㈢　

小　

括

四　

単
一
説

　

㈠　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
予
審
裁
判
部
お
よ
び
学
説
の
見
解

　
　

1　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
予
審
裁
判
部

　
　

2　

学　

説

　
　

3　

検　

討

　

㈡　

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
見
解

　
　

1　

因
果
関
係
要
件
を
不
要
と
す
る
立
場

　
　

2　

検　

討

　
　

3　

私　

見

五　

結　

論

 

横

濱

和

弥

国
際
刑
法
に
お
け
る
上
官
責
任
の
処
罰
対
象
と
し
て
の
不
作
為

―
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
二
八
条
を
中
心
に

―



法学政治学論究　第113号（2017.6）

2

一　

問
題
の
所
在

　

国
際
刑
法
に
お
け
る
「
上
官
責
任
」（superior responsibility

）
と
は
、
軍
の
指
揮
官
や
政
府
指
導
者
等
の
「
上
官
」
と
し
て
の
地
位
を

有
す
る
者
が
、
自
己
の
部
下
に
よ
る
中
核
犯（
1
）罪の

発
生
を
知
り
又
は
知
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
防
止
ま
た

は
処
罰
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
犯
罪
と
の
関
係
で
刑
事
責
任
を
負
う
と
す
る
、
不
作
為
に
よ
る
帰
責
形
態
を
い（
2
）う。
同
概
念
は
、

第
二
次
大
戦
直
後
の
戦
犯
裁
判
で
形
成
さ（
3
）れ、

そ
の
後
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
に
国
連
安
保
理
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
ア
ド
・

ホ
ッ
ク
法
廷
の
規（
4
）程、
そ
し
て
一
九
九
八
年
採
択
の
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
規
程
二
八
条
で
も
定
め
ら
れ
た
。
同
条
（
ａ
）
の
日

本
語
公
定
訳
は
以
下
の
通
り
で
あ（
5
）る。

「
第
二
八
条
（
指
揮
官
そ
の
他
の
上
官
の
責
任
）

裁
判
所
の
管
轄
権
の
範
囲
内
に
あ
る
犯
罪
に
つ
い
て
の
刑
事
責
任
で
あ
っ
て
こ
の
規
程
に
定
め
る
他
の
事
由
に
基
づ
く
も
の
の
ほ
か
、

（
ａ
）
軍
の
指
揮
官
又
は
実
質
的
に
軍
の
指
揮
官
と
し
て
行
動
す
る
者
は
、
そ
の
実
質
的
な
指
揮
及
び
管
理
の
下
に
あ
り
、
又
は
状
況
に
応
じ
て
実
質

的
な
権
限
及
び
管
理
の
下
に
あ
る
軍
隊
が
、　

自
己
が
当
該
軍
隊
の
管
理
を
適
切
に
行
わ
な
か
っ
た
結
果
と
し
て
裁
判
所
の
管
轄
権
の
範
囲
内
に
あ
る

犯
罪
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
（
ｉ
）
及
び
（
ⅱ
）
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
刑
事
上
の
責
任
を
有
す
る
。

（
ⅰ
）
当
該
指
揮
官
又
は
当
該
者
が
、
当
該
軍
隊
が
犯
罪
を
行
っ
て
お
り
若
し
く
は
行
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
又
は
そ
の
時
に
お
け

る
状
況
に
よ
っ
て
知
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
。

（
ⅱ
）
当
該
指
揮
官
又
は
当
該
者
が
、　

当
該
軍
隊
に
よ
る
犯
罪
の
実
行
を
防
止
し
若
し
く
は
抑
止
し
、
又
は
捜
査
及
び
訴
追
の
た
め
に
事
案
を
権
限

の
あ
る
当
局
に
付
託
す
る
た
め
、
自
己
の
権
限
の
範
囲
内
で
す
べ
て
の
必
要
か
つ
合
理
的
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
こ
と
。」（
傍
線
部
は
筆

者
）

①

②
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Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
お
け
る
上
官
責
任
の
規
定
は
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
に
お
け
る
規
定
等
と
比
べ
て
詳
細
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
に
お
い
て
は
、
条
文
が
精
緻
化
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
過
度
に
複
雑
化
し
、
犯
罪
の
成
立
要
件
が
不
明
確
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。
特
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
八
条
が
い
か
な
る
不
作
為
を
処
罰
対
象
と
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
見
解
の
相
違
が
み

ら
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
相
違
も
条
文
の
複
雑
さ
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

同
条
の
不
作
為
の
内
容
に
目
を
向
け
る
と
、
ま
ず
、
同
条
（
ａ
）
の
シ
ャ
ポ
ー
（
柱
書
）
で
は
、
上
官
が
自
己
の
軍
隊
（
部
下
）
に
対

す
る
「
管
理
」（control
）
を
適
切
に
行
わ
な
い
と
い
う
不
作
為
が
要
求
さ
れ
て
い
る
（
条
文
傍
線
部
①
）。
以
下
、
こ
の
管
理
の
懈
怠
を

「
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
」
と
呼
ぶ
。
一
方
、
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
（
ⅱ
）
で
は
、
上
官
が
部
下
に
よ
る
犯
罪
を
「
防
止
」（prevent

）、「
抑

止
」（repress

）
ま
た
は
「
付
託
」（subm

it

）
す
る
た
め
の
措
置
を
と
ら
な
い
と
い
う
不
作
為
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
条
文
傍
線
部
②
）。

以
下
、
こ
れ
ら
を
「
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
」
と
呼
ぶ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
二
八
条
で
は
二
種
類
の
不
作
為
が
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
、
こ
れ
ら
の
両
不
作
為
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
争

い
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
に
お
い
て
は
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
と
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
が
別
個
の
概
念
で
あ
り
、

二
八
条
に
基
づ
く
刑
事
責
任
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
両
不
作
為
が
必
要
と
の
見
解
（
二
分
説
）
が
主
張
さ
れ
、
他
方
に
お
い
て
は
、
両

不
作
為
が
同
一
内
容
で
あ
り
、
防
止
・
抑
止
・
付
託
の
懈
怠
（
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
）
の
み
を
も
っ
て
二
八
条
に
基
づ
く
刑
事
責

任
が
生
じ
る
と
の
見
解
（
単
一
説
）
も
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

両
見
解
の
差
異
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
八
条
に
基
づ
く
上
官
責
任
が
い
か
な
る
不
作
為
を
処
罰
対
象
と
し
て
い
る
の
か
に
か
か
わ
る
問
題

で
あ
り
、
ま
た
、
刑
事
手
続
に
お
い
て
立
証
さ
れ
る
べ
き
事
項
（
不
作
為
の
数
・
内
容
）
に
も
影
響
す
る
。
さ
ら
に
、
日
本
法
と
の
関
係

で
み
れ
ば
、
近
時
、
上
官
責
任
を
国
内
法
化
す
べ
き
か
否
か
が
検
討
さ
れ
て
い
る
と
こ（
6
）ろ、
そ
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
前
提
と
し
て
、

上
官
責
任
の
処
罰
対
象
た
る
不
作
為
の
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
説
に
お

い
て
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
無
自
覚
な
ま
ま
解
釈
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
た
と
え
ば
、
論
者
に
よ
っ
て
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「
不
作
為
」
の
内
容
に
つ
き
齟
齬
が
あ
っ
た
り
、
上
官
の
不
作
為
と
部
下
に
よ
る
犯
罪
と
の
間
の
因
果
関
係
の
検
討
に
あ
た
っ
て
、
ど
の

0

0

不
作
為
と

0

0

0

0

の0

因
果
関
係
を
検
討
し
て
い
る
の
か
が
嚙
み
合
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、
と
い
う
状
況
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
近
時
に
お
い
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
内
部
に
お
い
て
も
、
上
記
の
見
解
の
対
立
が
み
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ

初
の
上
官
責
任
に
関
す
る
有
罪
判
決
で
あ
る
ベ
ン
バ
事（
7
）件に
お
い
て
、
予
審
裁
判（
8
）部は
単
一
説
を
採
用
し
た
の
に
対
し
て
、
第
一
審
裁
判

部（
9
）で

同
事
件
を
担
当
し
た
三
名
の
裁
判
官
の
う
ち
二
名
が
、
各
個
別
意
見
の
中
で
、
二
分
説
に
立
っ
た
上
で
そ
の
解
釈
論
を
展
開
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
背
景
に
鑑
み
、
本
稿
で
は
、
二
分
説
と
単
一
説
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
、
上
官
責
任
の
処
罰
対
象
と
し
て
の
不
作
為
の
内
容
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
も
参
考
と
さ
れ
て
い
る
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
に

お
け
る
上
官
責
任
の
構
造
を
概
観
す
る
（
二
章
）。
次
に
、
裁
判
例
お
よ
び
学
説
を
素
材
と
し
て
、
二
分
説
（
三
章
）
お
よ
び
単
一
説
（
四

章
）
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
す
る
。
最
後
に
、
私
見
を
明
ら
か
に
し
、
本
稿
の
結
論
を
ま
と
め
る
（
五
章
）。

二　

ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
に
お
け
る
上
官
責
任

㈠　

処
罰
対
象
と
し
て
の
不
作
為

　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
八
条
の
検
討
に
先
立
ち
、
ま
ず
は
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
に
お
い
て
、
上
官
責
任
の
処
罰
対
象
た
る
不
作
為
の
内
容
が
ど

の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
か
を
確
認
す
る
。
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
）
規
程
七
条
三
項
に
お
い
て
、
上
官

責
任
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。
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「
上
官
は
、
部
下
が
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
に
定
め
る
行
為
を
行
お
う
と
し
又
は
行
っ
た
こ
と
を
知
り
又
は
知
る
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
行
為
を 　

防
止
す
る
た
め
又
は
当
該
行
為
を
行
っ
た
者
を 　

処
罰
す
る
た
め
必
要
か
つ
合
理
的
な
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
行
為
が

部
下
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
い
う
事
実
を
も
っ
て
、
そ
の
刑
事
上
の
責
任
を
免
除
さ
れ
な
い
）
10
（

。」（
傍
線
部
は
筆
者
）

　

ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
に
お
け
る
上
官
責
任
の
成
立
要
件
は
、
第
一
に
上
官
・
部
下
関
係
の
存
在
、
第
二
に
上
官
が
部
下
に
よ
る
犯
罪
を

知
っ
て
お
り
ま
た
は
知
る
理
由
が
あ
っ
た
こ
と
（
主
観
的
要
件
）、
そ
し
て
第
三
に
、
上
官
が
部
下
に
よ
る
犯
罪
を
防
止
ま
た
は
処
罰
す
る

た
め
の
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
（
不
作
為
）
の
三
つ
と
さ
れ
）
11
（

る
。
こ
の
う
ち
、
上
官
責
任
の
処
罰
対
象
た
る
不
作
為
の
内
容
は
、
作

為
が
要
求
さ
れ
る
時
点
に
応
じ
て
、（
１
）
犯
罪
が
達
成
さ
れ
る
前0

に
こ
れ
を
「
防
止
す
る
」
た
め
の
措
置
を
と
ら
な
い
こ
と
（
事
前
不

作
為
類
型
）
と
、（
２
）
犯
罪
の
終
了
後0

に
行
為
者
を
「
処
罰
す
る
」
た
め
の
措
置
を
と
ら
な
い
こ
と
（
事
後
不
作
為
類
型
）
の
二
つ
に
大

別
で
き
る
。

　

ま
た
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
に
お
け
る
上
官
責
任
を
め
ぐ
っ
て
は
、
上
官
の
不
作
為
と
部
下
に
よ
る
犯
罪
と
の
間
に
因
果
関
係
が
必
要

で
あ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
で
は
、（
１
）
防
止
懈
怠
（
事
前
不
作
為
類
型
）
に
関
し
て
の
み
、
因
果
関
係
要
件

の
有
無
が
争
わ
れ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、（
２
）
処
罰
懈
怠
（
事
後
不
作
為
類
型
）
に
お
い
て
は
、
上
官
が
負
責
対
象
で
あ
る
そ
の

0

0

犯
罪

を
事
後
的
に
処
罰
し
な
か
っ
た
結
果
と
し
て
そ
の

0

0

犯
罪
が
発
生
し
た
、
と
い
う
意
味
で
の
因
果
関
係
は
、
そ
も
そ
も
論
理
的
に
あ
り
え
な

い
か
ら
で
あ
）
12
（

る
。
な
お
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
の
判
例
上
は
、
防
止
懈
怠
の
類
型
で
あ
っ
て
も
、
上
官
の
不
作
為
と
犯
罪
と
の
間
の
因
果

関
係
は
不
要
と
さ
れ
て
き
）
13
（
た
。

　

以
上
の
通
り
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
に
お
け
る
上
官
責
任
の
処
罰
対
象
は
、
防
止
・
処
罰
の
懈
怠
で
あ
り
、
こ
れ
ら
と

0

0

0

0

別
個
の

0

0

0

「
管
理

の
懈
怠
」
と
い
う
不
作
為
は
、
上
官
責
任
の
成
立
要
件
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
１
）

（
２
）
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㈡　
「
実
質
的
管
理
」
概
念

　

た
だ
し
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
の
上
官
責
任
に
お
い
て
お
よ
そ
「
管
理
」（control

）
と
い
う
概
念
が
登
場
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
こ
の
概
念
は
、
上
官
・
部
下
関
係
要
件
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　

上
官
責
任
の
主
体
は
、
組
織
内
部
で
「
上
官
」
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
者
に
限
ら
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
上
官
と
は
、
軍
人
と
文
民
と

を
問
わ
ず
、
ま
た
、
法
的
に
そ
の
地
位
を
有
す
る
者
と
事
実
上
そ
の
よ
う
な
地
位
に
あ
る
者
と
を
問
わ
な
）
14
（

い
。
し
か
し
、
上
官
に
あ
た
る

た
め
に
は
、
犯
罪
を
行
っ
た
部
下
に
対
し
て
、「
実
質
的
管
理

0

0

」（effective control

）
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
き
）
15
（

た
。

　

ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
は
、「
実
質
的
管
理
」
を
、
部
下
に
よ
る
犯
罪
を
「
防
止
し
お
よ
び
処
罰
す
る
現
実
の
能
力
」（the m

aterial 

ability to prevent and puni

）
16
（sh

）
と
定
義
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
上
官
・
部
下
関
係
を
基
礎
づ
け
る
「
管
理
」
概
念
は
、
防
止
・
処
罰
の
能

力
と
い
う
、
上
官
責
任
の
処
罰
対
象
た
る
不
作
為
の
内
容
と
対
応
す
る
形
で
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
に

お
け
る
上
官
責
任
の
枠
組
み
で
「
管
理
」
を
怠
っ
た
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
防
止
・
処
罰
の
懈
怠
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
ら
と
別
個
の
不
作
為
を
指
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三　

二
分
説

㈠　

二
分
説
の
骨
子

　

本
章
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
八
条
に
視
点
を
転
じ
、
二
分
説
の
検
討
を
行
う
（
以
下
、
単
に
条
文
番
号
を
挙
げ
る
と
き
に
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
条
文

を
指
す
）。
二
分
説
は
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
（
管
理
の
懈
怠
）
と
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
（
防
止
・
抑
止
・
付
託
の
懈
怠
）
が
別
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個
の
概
念
で
あ
り
、
二
八
条
の
成
立
を
認
め
る
た
め
に
は
両
者
が
要
求
さ
れ
る
、
と
の
理
解
を
前
提
と
す
る
。
ま
た
、
ベ
ン
バ
事
件
第
一

審
裁
判
部
判
決
で
は
、
ス
タ
イ
ナ
ー
判
事
（
ブ
ラ
ジ
）
17
（

ル
）
と
尾
崎
判
事
（
日
）
18
（

本
）
が
、
各
個
別
意
見
の
中
で
二
分
説
に
立
っ
て
い
る
。
学

説
に
お
い
て
も
、
二
分
説
は
有
力
に
主
張
さ
れ
）
19
（
る
。

1　

二
分
説
に
基
づ
く
上
官
責
任
の
構
造

　

前
述
の
通
り
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
に
お
け
る
上
官
責
任
の
不
作
為
に
は
、（
１
）
防
止
懈
怠
（
事
前
不
作
為
類
型
）
と
、（
２
）
処
罰

懈
怠
（
事
後
不
作
為
類
型
）
の
二
つ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
八
条
に
お
け
る
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
は
、

「
防
止
」、「
抑
止
」
お
よ
び
「
付
託
」
懈
怠
の
三
つ
に
分
か
れ
る
。
も
っ
と
も
、
結
論
か
ら
い
え
ば
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
に
お
け
る
不

作
為
と
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
お
け
る
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
と
の
間
に
は
、
さ
ほ
ど
大
き
な
違
い
は
な
い
。

　

ま
ず
、「
防
止
」
懈
怠
は
、
部
下
に
よ
る
着
手
前
ま
た
は
進
行
中
の
犯
罪
を
阻
止
す
る
た
め
の
措
置
を
と
ら
な
い
こ
と
を
い
う
。
次
に
、

「
抑
止
」
懈
怠
は
、（
ア
）
部
下
に
よ
る
犯
罪
が
進
行
中
の
場
合
に
、
こ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
に
介
入
し
な
い
こ
と
と
、（
イ
）
犯
罪
終
了

後
に
行
為
者
を
処
罰
す
る
た
め
の
措
置
を
と
ら
な
い
こ
と
を
い
う
。
最
後
に
、「
付
託
」
懈
怠
と
は
、
犯
罪
終
了
後
に
事
案
を
権
限
あ
る

当
局
に
付
託
し
な
い
こ
と
を
い
）
20
（
う
。
こ
れ
ら
の
不
作
為
を
時
系
列
的
に
み
る
と
、
二
八
条
の
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
に
お
い
て
も
、

防
止
懈
怠
と
抑
止
懈
怠
（
ア
）
類
型
が
（
１
）
事
前
不
作
為
類
型
に
、
抑
止
懈
怠
（
イ
）
類
型
と
付
託
懈
怠
が
（
２
）
事
後
不
作
為
類
型

に
分
類
で
き
る
の
で
あ
）
21
（
る
。

　

し
か
し
、
二
分
説
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
の
み
で
は
、
二
八
条
に
基
づ
く
刑
事
責
任
は
生
じ
な
い
。
そ
れ

に
加
え
て
、
上
官
が
「
管
理
を
適
切
に
行
わ
な
か
っ
た
結
果
と
し
て
」
部
下
に
よ
る
犯
罪
が
生
じ
た
こ
と
（
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
）
が
、

別
個
に
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
条
文
構
造
上
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
は
、
二
八
条
の
全
類
型
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
た
め
、

問
題
と
な
る
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
が
事
前
不
作
為
類
型
と
事
後
不
作
為
類
型
の
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
管
理
懈
怠
の
結
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果
と
し
て
犯
罪
が
発
生
し
た
と
い
う
関
係
性
が
、
併
せ
て
要
求
さ
れ
）
22
（
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
二
八
条
に
お
け
る
上
官
責
任
の
成
立
要
件
を
時
系
列
順
に
追
う
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、（
１
）
事
前
不
作

為
類
型
で
は
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
（
管
理
の
懈
怠
）
の
結
果
と
し
て
部
下
に
よ
る
犯
罪
発
生
の
危
険
性
が
切
迫
し
、
そ
の
後
に
②
サ

ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
（
防
止
・
抑
止
の
懈
怠
）
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。
次
に
、（
２
）
事
後
不
作
為
類
型
で
は
、
同
様
に
①

シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
の
結
果
と
し
て
部
下
が
犯
罪
を
行
い
、
そ
の
終
了
後
に
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
（
抑
止
・
付
託
懈
怠
）
が
必

要
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
を
捉
え
て
、
二
分
説
に
立
つ
論
者
か
ら
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
お
け
る
上
官
責
任
は
、
上
官
が
ま
ず
管
理
を
懈
怠

し
、
そ
の
後
に
防
止
・
抑
止
・
付
託
措
置
と
い
う
「
第
二
の
チ
ャ
ン
ス
」
を
利
用
す
る
こ
と
を
も
怠
っ
た
場
合
の
責
任
と
も
い
わ
れ
）
23
（

る
。

2　

二
分
説
に
お
け
る
上
官
の
不
作
為
の
内
容

　

二
分
説
に
立
つ
場
合
、
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
の
内
容
は
条
文
上
具
体
化
さ
れ
て
い
る
（
防
止
・
抑
止
・
付
託
の
懈
怠
）
一
方
、

①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
は
「
管
理
を
適
切
に
行
わ
な
い
」
と
抽
象
的
に
記
述
さ
れ
る
に
留
ま
る
た
め
、
そ
の
内
容
を
確
定
す
る
必
要
が
あ

る
。
二
分
説
に
よ
れ
ば
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
は
「
一
般
的
義
務
」（general duty

）
の
違
反
を
い
う
の
に
対
し
、
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ

フ
の
不
作
為
は
「
具
体
的
義
務
」（specific duty

）
の
違
反
を
い
う
と
さ
れ
）
24
（
る
。

　

①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
を
基
礎
づ
け
る
「
一
般
的
」
義
務
と
は
、
犯
罪
発
生
の
危
険
性
の
切
迫
や
、
具
体
的
な
犯
罪
に
関
す
る
上
官
の

認
識
に
か
か
わ
り
な
く
、
武
力
紛
争
が
発
生
す
る
前
で
さ
え
も
、
上
官
と
し
て
の
地
位
に
あ
る
者
が
常
に
負
う
べ
き
恒
常
的
な
義
務
で
あ

る
と
さ
れ
）
25
（

る
。
こ
の
義
務
が
現
れ
て
い
る
国
際
条
約
と
し
て
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
八
七
条
二
項
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ

に
よ
れ
ば
軍
の
指
揮
官
は
、「
そ
の
指
揮
の
下
に
あ
る
軍
隊
の
構
成
員
が
諸
条
約
及
び
こ
の
議
定
書
に
基
づ
く
自
己
の
義
務
に
つ
い
て
了

知
し
て
い
る
こ
と
を
そ
の
責
任
の
程
度
に
応
じ
て
確
保
す
る
」
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
上
官
の
一
般
的
義
務
と
し
て
は
、

命
令
・
規
律
の
維
持
、
部
下
に
対
す
る
国
際
法
教
育
、
組
織
内
部
の
報
告
制
度
の
構
築
・
維
持
等
が
あ
）
26
（

る
。
一
方
、
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
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の
不
作
為
を
基
礎
づ
け
る
「
具
体
的
」
義
務
は
、「
特
定
の
部
下
に
よ
る
特
定
の
態
度
と
関
連
づ
け
ら
れ
た
」
義
務
で
あ
）
27
（
り
、
上
官
が
具

体
的
犯
罪
を
知
り
ま
た
は
知
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
っ
た
時
点
か
ら
生
じ
る
と
さ
れ
）
28
（

る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
分
説
に
よ
れ
ば
、
①
シ
ャ
ポ
ー

の
不
作
為
と
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
は
、
そ
の
内
容
、
具
体
的
犯
罪
と
の
関
連
性
の
要
否
お
よ
び
発
生
時
期
に
お
い
て
異
な
る
。

　

も
っ
と
も
、
両
不
作
為
は
、
一
定
範
囲
で
重
な
り
う
る
と
さ
れ
る
。
特
に
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
（
管
理
の
懈
怠
）
は
、
部
下
に
よ

る
犯
罪
の
予
防
を
目
的
と
し
て
、
犯
罪
が
現
に
行
わ
れ
る
前
の
段
階
で
と
ら
れ
る
べ
き
措
置
の
懈
怠
を
含
み
、
そ
の
点
で
②
サ
ブ
パ
ラ
グ

ラ
フ
の
不
作
為
の
事
前
不
作
為
類
型
（
防
止
懈
怠
）
と
共
通
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
犯
罪
を
「
防
止
」
し
な
か
っ
た
場
合
、
①

シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
と
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
が
同
時
に
充
足
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
上
官
が
、
自
身
の
部
下
が

国
際
法
上
の
犯
罪
を
行
わ
な
い
よ
う
防
止
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
同
時
に
適
切
な
管
理
の
懈
怠
も
存
在
し
て
い
る
」
た
め
に
、
事
前
不

作
為
類
型
に
関
し
て
は
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
を
追
加
的
に
証
明
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
）
29
（

る
。
た
だ
し
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不

作
為
を
基
礎
づ
け
る
一
般
的
義
務
は
、
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
と
は
異
な
り
、
部
下
に
よ
る
特
定
の
犯
罪
と
か
か
わ
り
な
く
生
じ

る
た
め
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
の
射
程
範
囲
は
、
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
の
そ
れ
よ
り
も
広
い
も
の
と
な
）
30
（

る
。
こ
の
よ
う
な
、

管
理
の
懈
怠
と
防
止
の
懈
怠
の
重
な
り
合
い
は
、
後
述
す
る
通
り
、
も
っ
ぱ
ら
二
分
説
の
問
題
点
を
克
服
す
る
た
め
に
主
張
さ
れ
る
。

3　

二
分
説
に
お
け
る
因
果
関
係
の
対
象

　

前
述
の
通
り
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
の
上
官
責
任
で
は
、「
防
止
」
懈
怠
と
犯
罪
発
生
と
の
間
の
因
果
関
係
要
件
の
要
否
が
争
わ
れ
て

い
た
。
こ
の
意
味
で
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
で
は
、（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
い
う
）
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
と
し
て
の
「
防
止
」
懈
怠
に
関
し

て
因
果
関
係
が
検
討
さ
れ
て
い
た
。

　

一
方
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
八
条
の
シ
ャ
ポ
ー
で
は
、
条
文
上
、
上
官
が
適
切
に
管
理
を
行
わ
な
か
っ
た
「
結
果
と
し
て
」（as a result of

）

部
下
に
よ
る
犯
罪
が
発
生
し
た
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
（
因
果
関
係
要
件
）。
二
分
説
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
に
お
け
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る
上
官
責
任
と
は
異
な
り
、
二
八
条
で
は
因
果
関
係
要
件
は
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
と
の
関
係
で
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、

条
文
構
造
上
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
は
二
八
条
の
全
類
型
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
た
め
、
因
果
関
係
要
件
は
、
事
後
不
作
為
類
型
に
お

い
て
も
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
と
犯
罪
発
生
と
の
間
で
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
）
31
（
る
と
い
う
。

　

な
お
、
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
部
下
が
犯
罪
を
行
っ
た
後
に
そ
の
上
官
と
し
て
着
任
し
た
者
が
、
着
任
後
に
事
案
を
付
託
し
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
上
官
責
任
は
成
立
し
な
）
32
（

い
。
な
ぜ
な
ら
、
当
該
犯
罪
は
、
上
官
に
よ
る
管
理
懈
怠
の
「
結
果
と
し
て
」
生
じ
た
わ
け
で
は
な

い
か
ら
で
あ
）
33
（
る
。

㈡　

二
分
説
の
問
題
点

1　

結
論
の
不
当
性

　

以
上
、
二
分
説
の
概
要
を
説
明
し
て
き
た
が
、
本
説
を
徹
底
し
た
場
合
、
不
当
な
結
論
に
至
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
軍
の
指
揮
官
が
、

部
下
に
対
す
る
日
常
的
な
訓
練
等
を
適
切
に
行
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
部
下
に
よ
る
犯
罪
が
開
始
さ
れ
て
し
ま
い
、
こ
れ
に
対
し

て
当
該
上
官
が
対
抗
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作

為
が
欠
け
る
た
め
に
、
上
官
責
任
は
成
立
し
な
い
。
し
か
し
、
差
し
迫
っ
て
い
る
犯
罪
を
防
止
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
防
止
措

置
を
怠
っ
た
上
官
が
、
普
段
は
き
ち
ん
と
職
務
を
こ
な
し
て
い
た
と
い
う
理
由
を
も
っ
て
処
罰
を
免
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
二
分
説
の

論
者
自
身
か
ら
も
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
）
34
（
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
不
当
性
を
回
避
す
る
た
め
に
、
二
分
説
の
論
者
は
、
前
述
の
通
り
、
管
理
懈
怠
と
防
止
懈
怠
の
重
な
り
合
い
を
論
拠
に
、

防
止
懈
怠
（
事
前
不
作
為
類
型
）
の
場
合
に
は
、
具
体
的
犯
罪
に
対
す
る
防
止
措
置
の
懈
怠
を
も
っ
て
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
と
②
サ

ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
が
同
時
に
充
足
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
事
前
不
作
為
類
型
の
場
合
に
は
、
防
止
懈
怠
の
み
を
も
っ

て
犯
罪
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
具
体
的
場
面
に
お
い
て
そ
の
犯
罪
を
防
止
し
な
い
と
い
う



国際刑法における上官責任の処罰対象としての不作為

11

不
作
為
こ
そ
が
処
罰
対
象
た
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
一
般
的
な
義
務
の
違
反
は
重
要
で
は
な
い
こ
と
を
、
認
め
て
し
ま
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
）
35
（

る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
端
的
に
防
止
懈
怠
を
も
っ
て
刑
事
責
任
を
認
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
観
念
上
は
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不

作
為
と
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
と
い
う
二
つ
の
不
作
為
を
要
求
し
つ
つ
、
結
局
は
後
者
の
不
作
為
の
み
を
も
っ
て
両
者
の
充
足
を

認
め
る
、
な
ど
と
い
う
テ
ク
ニ
カ
ル
な
解
釈
を
採
用
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

一
方
、
事
後
不
作
為
類
型
の
場
合
に
は
、
事
前
の
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
が
別
個
に
必
要
で
あ
り
、
こ
の
要
件
が
独
自
の
意
義
を
有
す

る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
上
官
が
事
前
に
適
切
に
部
下
の
教
育
等
を
行
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
そ
の
後
に
抑
止
・
付
託
を
怠
っ
た
と

し
て
も
、
上
官
責
任
が
成
立
す
る
余
地
は
な
）
36
（

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
に
、
な
ぜ
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
が
別
個
に
要
求
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
条
文
上
事
前
の
管
理
懈
怠
が
要
求
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
う
形
式
的
な
論
拠
だ
け
で
な

く
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
が
不
可
欠
で
あ
る
実
質
的
な
論
拠
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
従
来
の
ア
ド
・
ホ
ッ
ク

法
廷
に
お
い
て
も
、
事
後
的
な
処
罰
懈
怠
を
も
っ
て
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
理
論
上
認
め
ら
れ
て
い
た
し
、
後
述
の
単
一
説
に
立

て
ば
事
前
の
管
理
懈
怠
は
不
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
本
節
３
で
述
べ
る
）。

　

な
お
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
と
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
と
し
て
の
防
止
懈
怠
と
の
間
に
重
な
り
合
い
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ

ば
、
多
く
の
事
案
は
「
防
止
」
懈
怠
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
②
事
後
不
作
為
類
型
の
存
在
意
義
は
、
著
し
く
減
じ
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
に
も
、
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

2　

従
来
の
上
官
責
任
概
念
か
ら
の
乖
離

　

二
分
説
に
立
つ
場
合
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
と
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
と
の
間
で
は
、
上
官
責
任
の
成
立
要
件
が
大
き
く
異
な
る
。
確
か
に
、
両
法
廷

で
は
適
用
さ
れ
る
条
文
が
異
な
る
以
上
、
双
方
の
間
で
上
官
責
任
の
成
立
要
件
が
異
な
る
こ
と
自
体
は
問
題
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
の
場
合
、
上
官
責
任
の
不
法
の
中
核
に
も
変
化
が
生
じ
る
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
。
二
分
説
に
従
う
場
合
、
二
八
条
に
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基
づ
く
上
官
責
任
の
全
類
型
に
お
い
て
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
の
結
果
と
し
て
犯
罪
が
生
じ
た
と
い
う
関
係
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
こ
そ
が
不
法
の
中
核
を
成
）
37
（

し
、
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
の
重
要
性
は
相
対
的
に
低
い
も
の
と
な
ろ
う
。

こ
の
点
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
に
お
い
て
は
、
防
止
・
処
罰
の
懈
怠
こ
そ
が
上
官
責
任
の
処
罰
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ

Ｃ
と
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
と
の
間
で
は
、
上
官
責
任
の
不
法
の
中
核
に
大
き
な
差
異
が
み
ら
れ
る
。
果
た
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
起
草
者
が
、

ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
に
お
け
る
上
官
責
任
概
念
か
ら
こ
こ
ま
で
離
れ
る
こ
と
を
、
意
図
的
に
選
択
し
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

3　

上
官
責
任
の
法
的
性
質
論
と
の
関
係

　

尾
崎
判
事
は
、「
個
人
の
刑
事
責
任
は
、
犯
罪
と
一
定
の
形
で
個
人
的
な
連
関
を
有
し
て
い
る
者
に
対
し
て
の
み
問
う
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
は
、
刑
法
の
中
核
的
な
原
則
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
管
理
懈
怠
（
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
）
と
部
下
に
よ
る
犯
罪
と
の
間
の
因

果
関
係
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
と
し
て
の
事
後
的
な
付
託
懈
怠
の
み
に
基
づ
く
上
官
の
処
罰
を
否
定

す
）
38
（
る
。
そ
の
際
、
同
判
事
は
、
上
官
責
任
に
お
い
て
は
、
作
為
義
務
違
反
そ
れ
自
体
が
独
立
し
た
犯
罪
な
の
で
は
な
く
、
上
官
は
部
下
に

よ
る
犯
罪
に
つ
い
て
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
を
強
調
す
）
39
（
る
。

　

換
言
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
上
官
責
任
は
、
二
五
条
三
項
所
定
の
関
与
形
式
（
正
犯
・
共
犯
）
40
（
等
）
と
同
様
に
、
他
人
に
よ

り
行
わ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
の
責
任
を
問
う
形
式
で
あ
り
、
あ
る
犯
罪
に
つ
い
て
の
責
任
が
問
わ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の

0

0

犯
罪
に
対
す
る

因
果
的
寄
与
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
後
的
な
付
託
懈
怠
の
み
で
上
官
の
責
任
を
問
う
こ
と
は
で
き
ず
、
犯
罪
に
対
し
て
因
果

性
を
有
す
る
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
が
別
個
に
要
求
さ
れ
、
ゆ
え
に
二
分
説
が
妥
当
で
あ
る
、
と
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
、
他
の
関
与
形
式
と
の
類
比
性
に
基
づ
く
論
拠
が
上
官
責
任
に
も
妥
当
す
る
か
に
つ
い
て
は
留
保
を
要
す
る
。

確
か
に
上
官
責
任
は
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
で
も
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
も
、「
上
官
責
任
罪
」
と
い
う
独
立
犯
罪
で
は
な
く
、「
関
与
形
式
」
の
一
つ

と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
）
41
（

る
。
し
か
し
、
上
官
責
任
は
、
必
ず
し
も
他
の
関
与
形
式
と
同
様
の
意
味
で
、「
自
己
の
部
下
に
よ
る
犯
罪
に
つ

0

0



国際刑法における上官責任の処罰対象としての不作為

13

い
て
の

0

0

0

」（for the crim
es com

m
itted by his subordinates

）
責
任
を
問
う
も
の
で
は
な
い
。
尾
崎
判
事
も
認
め
る
通
り
、
上
官
責
任
は
上

官
に
「
固
有
の
」（sui generis

）
責
任
を
帰
属
す
る
原
理
と
さ
れ
）
42
（

る
。

　

こ
の
表
現
は
、
元
々
は
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
で
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
上
官
は
自
己
の
部
下
と
同
等
の
責
任
を
共
有
す
る
の
で
は

な
く
、「
自
己
の
部
下
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
犯
罪
を
理
由
と
し
て

0

0

0

0

0

〔because of the crim
es com

m
itted by his subordinates

〕、
自
己
の
不
作

為
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
」
と
い
う
趣
旨
で
用
い
ら
れ
て
い
）
43
（

た
。
換
言
す
れ
ば
、
上
官
責
任
の
下
で
は
、
確
か
に
罪
名
は
部
下
に
よ
る
犯

罪
に
従
属
す
る
も
の
）
44
（
の
、
上
官
は
部
下
に
よ
る
犯
罪
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
自
身
の
不
作
為
に
つ
い
て
（
の
み
）
責
任
を
問
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
上
官
責
任
の
固
有
性
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
た
と
え
②
事
後
的
に
付
託
を
怠
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
上
官
の
不

作
為
が
部
下
に
よ
る
犯
罪
と
の
因
果
性
を
欠
く
と
し
て
も
、
上
官
に
対
す
る
帰
責
が
否
定
さ
れ
な
い
と
考
え
る
余
地
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

上
官
責
任
に
基
づ
く
帰
責
は
、
正
犯
・
共
犯
等
の
関
与
形
式
の
意
味
に
お
け
る
帰
責
と
は
性
質
を
異
に
す
る
た
）
45
（

め
、
因
果
関
係
要
件
を
放

棄
し
て
も
よ
い
、
と
考
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

加
え
て
、
上
官
責
任
に
お
い
て
は
、
上
官
が
部
下
に
よ
る
犯
罪
を
「
知
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
っ
た
」
こ
と
で
足
り
る
。
す
な
わ
ち
、
上

官
責
任
の
下
で
は
、
主
観
面
に
お
い
て
、
正
犯
・
共
犯
等
で
は
帰
責
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
（
上
官
が
犯
罪
に
関
与
し
て
い
な
い
場
合
）
で

あ
っ
て
も
、
部
下
に
よ
る
犯
罪
に
つ
い
て
の
帰
責
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
客
観
面
に
お
い
て
は
、
正
犯
・

共
犯
と
同
等
の
帰
責
の
た
め
の
要
件
（
因
果
関
係
）
が
要
求
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
上
官
責
任
は
、
上
官
を
犯
罪
の
「
関
与
者
」
と
す
る
原
理
で
は
な
く
、
上
官
に
部
下
と
は
区
別
さ
れ
た
「
固
有
の
」

責
任
を
問
う
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
法
的
性
質
に
鑑
み
れ
ば
、
部
下
に
よ
る
犯
罪
に
対
し
て
因
果
性
を
有
す
る
不
作
為
（
①

シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
）
が
常
に
要
求
さ
れ
る
べ
き
と
の
主
張
は
、
必
ず
し
も
説
得
力
を
持
た
な
い
。
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4　

シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
に
か
か
る
主
観
的
要
件

　

二
分
説
を
採
用
す
る
場
合
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
お
け
る
主
観
的
要
件
の
一
般
規
定
で
あ
る
三
〇
条
と
の
関
係
が
問
題
と
な
）
46
（

る
。
同
条
一
項
に
よ

れ
ば
、「
別
段
の
定
め
」
が
な
い
限
り
、
犯
罪
の
客
観
的
要
素
は
「intent and know

ledge

」
を
も
っ
て
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
〇
条
に
お
い
て
は
、
客
観
的
要
素
が
行
為
・
結
果
・
状
況
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
、
行
為
に
関
し
て
はintent

、
結
果
に
関
し
て
は

intent/know
ledge

、
状
況
に
関
し
て
はknow

ledge

が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
同
条
二
項
お
よ
び
三
項
に
お
い
て
はintent/know

ledge

の
定
義
が
各
々
定
め
ら
れ
、
特
に
「
行
為
」
に
つ
い
てintent

が
あ
る
と
い
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
行
為
を
行
う
「
意
図
」（m

ean to

）

が
要
求
さ
れ
る
（
同
条
二
項
（
ａ
））。

　

こ
の
点
、
二
八
条
の
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
に
関
し
て
は
別
段
の
主
観
的
要
件
の
定
め
が
な
い
以
上
、
三
〇
条
を
適
用
せ
ざ
る
を
え
な

い
は
ず
で
あ
）
47
（

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
管
理
懈
怠
と
い
う
不
作
為
（
行
為
）
は
、
不
作
為
に
留
ま
る
「
意
図
」
を
も
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
三
〇
条
二
項
（
ａ
））。

　

一
方
、
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
に
つ
い
て
み
る
と
、
二
八
条
（
ａ
）（
ｉ
）
に
お
い
て
は
、
上
官
が
犯
罪
を
「
知
っ
て
い
る
べ

き
で
あ
っ
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
防
止
・
抑
止
・
付
託
し
な
か
っ
た
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
上
官
が
犯
罪
を
現
に
知
っ

て
い
る
必
要
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
部
下
に
よ
る
犯
罪
と
い
う
「
結
果
」
ま
た
は
「
状
況
」
に
あ
た
る
客
観
的
要
素
に
つ
い
て
、intent/

know
ledge

よ
り
も
低
い
敷
居
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
三
〇
条
の
例
外
た
る
「
別
段
の
定
め
」）。
こ
の
点
、
部
下
に
よ
る
犯
罪
を
認
識
し
て

い
る
必
要
は
な
い
が
、
当
該
犯
罪
の
防
止
は
意
図
的
に

0

0

0

0

怠
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
論
理
矛
盾
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
防
止

懈
怠
と
い
う
「
行
為
」
要
素
に
つ
い
て
も
三
〇
条
は
適
用
さ
れ
ず
、
上
官
が
防
止
措
置
を
「
意
図
」
的
に
怠
る
こ
と
は
必
要
な
い
、
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

二
分
説
の
論
者
に
よ
れ
ば
、
上
官
の
防
止
懈
怠
を
も
っ
て
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
と
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
が
同
時
に
充
足

さ
れ
る
と
い
う
が
、
意
図
的
で
は
な
い
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
（
犯
罪
を
知
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
防
止
措
置
を
怠
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る
こ
と
）
の
存
在
を
も
っ
て
、
何
故
に
意
図
的
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
ま
で
も
が
充
足
さ
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
三
〇
条
の
理
解
も
含
め
、
二
分
説
の
論
者
か
ら
の
説
明
が
待
た
れ
）
48
（

る
。

　

ま
た
、
二
分
説
に
立
つ
場
合
、intent/know

ledge

を
も
っ
て
行
わ
れ
る
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
こ
そ
が
上
官
責
任
の
不
法
の
中
核
で

あ
る
、
と
の
理
解
が
一
層
浮
き
彫
り
に
な
る
。
他
方
、
部
下
に
よ
る
犯
罪
に
関
し
て
は
認
識
が
不
要
で
あ
る
以
上
、
犯
罪
の
発
生
そ
れ
自

体
は
（
日
本
の
刑
法
学
の
用
語
法
に
な
ら
え
ば
）、
加
重
結
果
ま
た
は
客
観
的
処
罰
条
件
を
基
礎
づ
け
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
よ
う
な
把
握
の
仕
方
は
、
尾
崎
判
事
ら
が
前
提
と
す
る
よ
う
な
、
上
官
が
「
部
下
に
よ
る
犯
罪
に
つ
い
て
」
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
と

い
う
点
に
主
眼
を
置
く
思
考
と
は
、
両
立
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。

㈢　

小　

括

　

以
上
の
通
り
、
二
分
説
は
、
ま
ず
、
徹
底
す
る
と
結
論
が
不
当
に
な
る
点
に
お
い
て
問
題
が
あ
る
。

　

次
に
、
二
分
説
の
論
者
は
そ
の
よ
う
な
問
題
を
克
服
す
る
た
め
、
具
体
的
犯
罪
を
防
止
し
な
い
こ
と
を
も
っ
て
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為

と
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
が
同
時
に
充
足
さ
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
二
分
説
を
採
用
す
る

必
要
が
あ
る
の
か
疑
問
で
あ
る
し
、
ま
た
、
主
観
的
要
件
の
一
般
規
定
で
あ
る
三
〇
条
と
の
関
係
で
、
防
止
懈
怠
を
も
っ
て
①
シ
ャ
ポ
ー

の
不
作
為
と
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
が
同
時
に
充
足
さ
れ
う
る
の
か
も
、
更
な
る
検
討
を
要
す
る
。

　

ま
た
、
上
官
責
任
が
関
与
形
式
で
あ
る
こ
と
に
依
拠
し
て
、
事
後
不
作
為
類
型
に
お
い
て
も
事
前
の
寄
与
が
必
要
で
あ
る
が
ゆ
え
に
二

分
説
が
妥
当
と
す
る
立
場
も
、
支
持
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
上
官
責
任
は
上
官
に
「
固
有
」
の
責
任
を
問
う
も
の
に
過
ぎ
ず
、
因
果

的
寄
与
は
不
要
た
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
二
分
説
の
問
題
性
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
に
代
わ
る
、
よ
り
妥
当
な
帰
結
を
導
き
う
る
解
釈
が
模
索
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
次
章
で
は
、
単
一
説
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
。
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四　

単
一
説

　

単
一
説
は
、
二
八
条
の
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
と
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
が
同
一
内
容
で
あ
り
、
後
者
の
み
を
も
っ
て
上
官
責

任
の
成
立
を
認
め
る
見
解
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
内
部
で
も
主
張
内
容
に
は
相
違
が
み
ら
れ
、
二
八
条
シ
ャ
ポ
ー
に
い
う
管
理
懈
怠

の
「
結
果
と
し
て
」（as a result of

）
と
い
う
文
言
が
、
上
官
の
不
作
為
と
部
下
に
よ
る
犯
罪
と
の
間
の
因
果
関
係
を
意
味
す
る
と
解
す

る
の
か
、
ま
た
は
上
官
の
刑
事
責
任
の
発
生
を
意
味
す
る
と
解
す
る
の
か
に
従
い
、
同
説
は
二
つ
に
大
別
で
き
る
。
こ
の
区
別
に
従
い
、

本
章
で
は
、
㈠
Ｉ
Ｃ
Ｃ
予
審
裁
判
部
お
よ
び
学
説
の
見
解
（
前
者
）
と
、
㈡
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
見
解
（
後
者
）

に
大
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
を
加
え
る
。

㈠　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
予
審
裁
判
部
お
よ
び
学
説
の
見
解

1　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
予
審
裁
判
部

　

ベ
ン
バ
事
件
を
担
当
し
た
第
一
審
裁
判
部
と
は
対
象
的
に
、
同
事
件
の
予
審
裁
判
部
決
定
で
は
、
単
一
説
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
予
審

裁
判
部
は
、
二
八
条
シ
ャ
ポ
ー
に
い
う
「
管
理
」（control
）
概
念
の
意
義
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
単
一
説
を
基
礎
づ
け
て
い
る
。

同
決
定
に
お
い
て
、「
管
理
」
概
念
は
、
上
官
・
部
下
関
係
を
基
礎
づ
け
る
基
準
の
文
脈
と
、
処
罰
対
象
た
る
不
作
為
の
文
脈
の
中
で
言

及
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
上
官
・
部
下
関
係
の
基
準
に
関
し
て
、
予
審
裁
判
部
に
よ
れ
ば
、
二
八
条
の
主
体
に
あ
た
る
た
め
に
は
、
軍
隊
（
部
下
）
に
対

し
て
「
実
質
的
管
理
」（effective control

）
を
有
し
て
い
る
必
要
が
あ
）
49
（

る
。
予
審
裁
判
部
は
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
の
判
示
を
踏
襲
し
、

実
質
的
管
理
を
「
犯
罪
の
実
行
を
防
止
し
若
し
く
は
抑
止
し
、
ま
た
は
事
案
を
権
限
あ
る
当
局
に
付
託
す
る
現
実
の
能
力
」
と
定
義
し
、
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「
そ
の
よ
う
な
管
理
能
力
を
行
使
し
な
い
こ
と
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
刑
事
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
」
と
す
）
50
（
る
。

　

次
に
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
に
つ
い
て
、
予
審
裁
判
部
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
実
質
的
管
理
と
は
〔
犯
罪
を
〕
防
止
し
、
抑
止

し
ま
た
は
事
案
を
権
限
あ
る
当
局
に
付
託
す
る
『
現
実
の
能
力
』
を
意
味
す
る
の
で
、『
管
理
を
適
切
に
行
わ
な
か
っ
た
』
場
合
と
は
、

実
際
に
は
、
そ
の
よ
う
な
義
務
を
遂
行
し
な
い
場
合
を
指
す
。
こ
の
こ
と
は
、『
管
理
を
適
切
に
行
わ
な
か
っ
た
』
と
い
う
文
言
が
、
二

八
条
（
ａ
）（
ⅱ
）
に
照
ら
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
）
51
（

る
」。

　

以
上
の
通
り
、
予
審
裁
判
部
は
、（
１
）「
上
官
」
性
を
基
礎
づ
け
る
「
実
質
的
管
理
」
と
は
防
止
・
抑
止
・
付
託
能
力
を
指
し
、

（
２
）
そ
れ
ゆ
え
に
「
管
理
を
適
切
に
行
わ
な
か
っ
た
」
と
は
防
止
・
抑
止
・
付
託
の
懈
怠
を
意
味
し
、（
３
）
こ
の
意
味
で
の
「
管
理
」

を
怠
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
も
っ
て
刑
事
責
任
が
生
じ
る
、
と
い
う
論
法
で
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
（
管
理
の
懈
怠
）
と
②
サ
ブ
パ
ラ
グ

ラ
フ
の
不
作
為
（
防
止
・
抑
止
・
付
託
の
懈
怠
）
が
同
一
内
容
で
あ
る
こ
と
を
基
礎
づ
け
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
予
審
裁
判
部
の
見
解
は
、
因
果
関
係
要
件
に
関
し
て
、
先
に
み
た
二
分
説
と
結
論
を
異
に
す
る
。
二
八
条
シ
ャ
ポ
ー
の
文

言
上
、
部
下
に
よ
る
犯
罪
は
、
上
官
が
適
切
に
管
理
を
行
わ
な
か
っ
た
「
結
果
と
し
て
」（as a result of

）
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
こ
ろ
、
予
審
裁
判
部
に
よ
れ
ば
、
こ
の
文
言
は
上
官
の
不
作
為
と
部
下
に
よ
る
犯
罪
と
の
間
の
因
果
関
係
要
件
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
。

加
え
て
、
単
一
説
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
と
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
は
同
一
内
容
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は

あ
く
ま
で
も
、
防
止
・
抑
止
・
付
託
の
懈
怠
と
部
下
に
よ
る
犯
罪
と
の
間
の
因
果
関
係
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
）
52
（
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
の
う
ち
、
事
後
不
作
為
類
型
は
「
犯
罪
が
実
行
さ
れ
て
い
る
最
中
ま
た
は
実
行
さ
れ
た
後
に
な
っ
て
」
生

じ
る
も
の
で
あ
り
、「
こ
れ
ら
の
二
つ
の
義
務
が
遡
及
的
に
、
既
に
行
わ
れ
た
犯
罪
を
惹
起
す
る
と
結
論
す
る
こ
と
は
非
論
理
的
で
あ
）
53
（

る
」。

そ
れ
ゆ
え
、「
因
果
関
係
要
件
は
、
指
揮
官
が
将
来
の
犯
罪
の
実
行
を
防
止
す
る
義
務
に
関
し
て
の
み
必
要
と
さ
れ
」、
事
後
不
作
為
類
型

に
関
し
て
は
要
求
さ
れ
な
い
と
い
）
54
（

う
。

　

以
上
の
通
り
、
予
審
裁
判
部
に
よ
れ
ば
、（
１
）
上
官
責
任
の
処
罰
対
象
た
る
不
作
為
は
防
止
・
抑
止
・
付
託
の
懈
怠
に
尽
き
、（
２
）
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因
果
関
係
要
件
は
事
前
不
作
為
類
型
と
の
関
係
で
の
み
論
じ
ら
れ
る
。

2　

学　

説

　

学
説
に
お
い
て
も
、
単
一
説
を
採
用
す
る
論
者
が
散
見
さ
れ
る
。

　

二
八
条
シ
ャ
ポ
ー
で
は
、
上
官
が
部
下
に
対
す
る
管
理
を
行
わ
な
か
っ
た
結
果
と
し
て
当
該
部
下
が
犯
罪
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

「
次
の
（
ｉ
）
及
び
（
ⅱ
）
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
刑
事
上
の
責
任
を
有
す
る
」（shall be crim

inally responsible... 

w
here:

）
と
さ
れ
、
そ
の
後
に
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
中
で
、
上
官
の
不
作
為
が
充
足
す
べ
き
客
観
的
・
主
観
的
基
準
が
定
め
ら
れ
る
。
単

一
説
の
論
者
は
、
こ
の
よ
う
な
規
定
の
仕
方
に
依
拠
し
て
、
シ
ャ
ポ
ー
は
ま
ず
も
っ
て
、
上
官
に
よ
る
管
理
の
懈
怠
が
犯
罪
を
惹
起
し
た

場
合
に
は
上
官
が
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
と
い
う
「
法
的
効
果
」
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
と
す
）
55
（

る
。
そ
し
て
、
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
は
、

上
官
に
よ
る
管
理
の
懈
怠
の
要
件
が
具
体
化
さ
れ
て
い
る
と
い
）
56
（
う
。
裏
を
返
せ
ば
、
シ
ャ
ポ
ー
に
お
け
る
「
管
理
を
適
切
に
行
わ
な
い
」

と
い
う
文
言
は
、
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
各
不
作
為
類
型
（
防
止
・
抑
止
・
付
託
懈
怠
）
を
「
要
約
」
し
た
も
の
、
ま
た
は
、
二
八
条
の
一
般

的
な
特
質
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
い
）
57
（
う
。

　

以
上
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
と
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
は
同
一
内
容
で
あ
り
、
後
者
は
前
者
を
具
体
的
に

記
述
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
八
条
に
お
け
る
不
作
為
は
防
止
・
抑
止
・
付
託
の
懈
怠
に
尽
き
、
そ
れ
と
別
個
の
管
理
の

懈
怠
と
い
う
不
作
為
は
不
要
と
な
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
見
解
は
、
ベ
ン
バ
事
件
予
審
裁
判
部
決
定
と
ほ
ぼ
同
一
の
結
論
に
至
る
。

3　

検　

討

　

単
一
説
に
よ
れ
ば
、
防
止
・
抑
止
・
付
託
懈
怠
を
も
っ
て
上
官
の
可
罰
性
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
と
別
個
の
管
理
懈
怠
は
不
要
と
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
二
分
説
の
不
当
な
結
論
（
上
官
が
一
般
的
な
管
理
を
行
っ
て
い
れ
ば
、
具
体
的
犯
罪
を
放
置
し
て
も
不
可
罰
と
な
る
）
は
問
題
に
な
ら
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な
い
。
こ
の
点
で
、
単
一
説
は
二
分
説
よ
り
優
れ
る
。
ま
た
、
単
一
説
を
採
用
し
た
場
合
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
と
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
と
の
間
で
上

官
責
任
の
構
造
が
類
似
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
副
次
的
な
効
果
で
は
あ
る
も
の
の
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
お
い
て
も
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
の
判
例

を
参
照
し
や
す
く
な
る
点
で
、
法
的
安
定
性
に
資
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

加
え
て
、「
管
理
」
概
念
の
意
義
に
鑑
み
て
も
、
単
一
説
に
は
理
由
が
あ
る
。「
管
理
」
概
念
は
、
上
官
・
部
下
関
係
を
基
礎
づ
け
る
概

念
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
上
官
と
い
え
る
た
め
に
は
部
下
に
対
し
て
実
質
的
「
管
理
」
を
行
使
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
、
単
な

る
「
事
実
上
の
影
響
力
」（substantial influence

）
で
は
足
り
な
い
と
さ
れ
）
58
（
る
。
ま
た
、「
上
官
」
は
、
部
下
に
よ
る
犯
罪
を
認
識
し
て
い

な
か
っ
た
場
合
ま
た
は
事
後
的
に
処
罰
・
付
託
を
怠
っ
た
に
過
ぎ
な
い
場
合
の
よ
う
な
、
通
常
の
正
犯
・
共
犯
等
で
は
刑
事
責
任
を
問
わ

れ
え
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
部
下
に
よ
る
犯
罪
と
の
関
係
で
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
う
る
。
こ
の
よ
う
に
刑
事
責
任
の
敷
居
が
低
め
ら
れ

る
根
拠
は
、
上
官
は
重
大
な
危
険
源
た
る
軍
隊
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
組
織
に
お
い
て
、
階
級
構
造
を
利
用
し
て
部
下
の
行
動
に
介
入
し

ま
た
は
制
裁
を
科
す
と
い
う
、
き
わ
め
て
強
力
な
作
用
を
行
使
で
き
る
点
に
求
め
ら
れ
う
）
59
（
る
。
こ
の
点
、
二
分
説
に
よ
れ
ば
、
①
シ
ャ

ポ
ー
の
不
作
為
に
い
う
「
管
理
」
懈
怠
は
一
般
的
義
務
の
違
反
を
広
く
含
み
、
部
下
に
よ
る
具
体
的
犯
罪
と
の
関
係
性
が
比
較
的
希
薄
な

義
務
違
反
で
も
「
管
理
」
懈
怠
た
り
う
る
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
上
官
の
「
管
理
」
の
作
用
に
鑑
み
れ
ば
、「
管
理
」
の
内
実
が
防

止
・
抑
止
・
付
託
と
い
う
中
核
的
作
用
に
限
ら
れ
る
べ
き
と
い
う
単
一
説
の
発
想
に
は
、
理
由
が
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
予
審
裁
判
部
お
よ
び
学
説
の
単
一
説
は
、
因
果
関
係
要
件
の
説
明
に
難
が
あ
る
。
こ
の
見
解
の
論
者
も
、
二
八
条
シ
ャ

ポ
ー
に
お
け
る
、
管
理
を
行
わ
な
か
っ
た
「
結
果
と
し
て
」（as a result of

）
と
い
う
文
言
を
、
上
官
の
不
作
為
と
部
下
に
よ
る
犯
罪
と

の
間
の
因
果
関
係
要
件
と
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
要
件
は
シ
ャ
ポ
ー
に
置
か
れ
て
い
る
以
上
、
二
八
条
の
全
類
型
に
か
か
る
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
、
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
不
作
為
の
う
ち
、
事
後
不
作
為
類
型
は
犯
罪
の
後
に
な
っ
て
な
さ
れ
る
た
め
、
上
官
の
不
作
為

の
「
結
果
と
し
て
」
部
下
に
よ
る
犯
罪
が
生
じ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
論
者
自
身
も
述
べ
る
通
り
、
こ
の
見
解
か
ら
は
因
果
関
係
要
件

を
適
切
に
説
明
で
き
な
い
こ
と
と
な
ろ
）
60
（
う
。
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こ
の
点
、
予
審
裁
判
部
は
、
事
後
不
作
為
類
型
に
お
い
て
は
因
果
関
係
を
要
求
し
え
な
い
の
だ
か
ら
、
当
該
類
型
に
お
い
て
因
果
関
係

要
件
は
不
要
で
あ
る
、
と
割
り
切
っ
た
説
明
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
解
釈
が
罪
刑
法
定
主
義
（
二
二
条
以
下
）
と
両
立
す
る
か
に
つ
い

て
は
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
）
61
（
る
。

㈡　

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
見
解

1　

因
果
関
係
要
件
を
不
要
と
す
る
立
場

　

ベ
ン
バ
事
件
予
審
裁
判
部
の
審
理
に
際
し
、
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
（Am

nesty International

、
以
下
Ａ
Ｉ
）
は
、
法

廷
助
言
者
（am

icus curiae
）
と
し
て
上
官
責
任
に
関
す
る
意
見
を
述
べ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
単
一
説
に
基
づ
く
主
張
が
な
さ
れ
て
い
）
62
（
る
。

　

し
か
し
、
Ａ
Ｉ
の
見
解
は
、
管
理
懈
怠
の
「
結
果
と
し
て
」（as a result of

）
と
い
う
シ
ャ
ポ
ー
の
文
言
が
、
因
果
関
係

0

0

0

0

要
件
を
意
味

0

0

0

0

0

す
る
も
の

0

0

0

0

で
は
な
い

0

0

0

0

と
す
る
点
に
お
い
て
、
予
審
裁
判
部
ら
の
見
解
と
は
異
な
る
。
他
の
見
解
に
お
い
て
は
、
同
文
言
は
、
上
官
の
不
作

為
と
部
下
に
よ
る
犯
罪
と
の
間
の
因
果
関
係
要
件
を
指
す
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
シ
ャ
ポ
ー
の
文
言
は
、「
管
理
を

適
切
に
行
わ
な
か
っ
た
結
果
と
し
て
行
わ
れ
た
犯
罪
」（crim

es

… com
m
itted

… as a result of his or her failure to exercise control 

properly

）
と
読
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ａ
Ｉ
に
よ
れ
ば
、「
結
果
と
し
て
」
と
い
う
文
言
は
、
上
官
の
「
不
作
為
に
よ
っ
て
生

じ
る
上
官
の
刑
事
責
任
を
示
す
」
も
の
で
あ
っ
て
、「
軍
の
指
揮
官
は
〔
…
〕
適
切
に
管
理
を
行
わ
な
か
っ
た
結
果
と
し
て
刑
事
上
の
責

任
を
有
す
る
」（A m

ilitary com
m
ander

… shall be crim
inally responsible

… as a result of his or her failure to exercise control properly

）

と
理
解
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
）
63
（
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
Ｉ
に
よ
れ
ば
、
シ
ャ
ポ
ー
に
お
い
て
は
、
上
官
が
自
己
の
不
作
為

0

0

0

（
防
止
・
抑
止
・
付

託
の
懈
怠
）
の0

結
果
と
し
て
刑
事
責
任
を
問

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

わ
れ
る

0

0

0

こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
解
釈
は
、
二
分
説
を
回
避
し
つ
つ
、
予
審
裁
判
部
お
よ
び
学
説
に
よ
る
単
一
説
の
難
点
（
事
後
不
作
為
類
型
に
関
し
て
因
果
関
係

要
件
を
説
明
で
き
な
い
）
を
も
克
服
で
き
る
点
で
注
目
に
値
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
見
解
は
、
ベ
ン
バ
事
件
予
審
裁
判
部
決
定
お
よ
び
第
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一
審
裁
判
部
判
決
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
検
討
さ
れ
ず
、
ス
タ
イ
ナ
ー
・
尾
崎
両
判
事
の
個
別
意
見
中
で
若
干
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る

に
留
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
両
裁
判
部
と
も
、「
結
果
と
し
て
」
と
い
う
文
言
は
因
果
関
係
要
件
を
示
す
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
の
で

あ
）
64
（
る
。
以
下
で
は
、
Ａ
Ｉ
の
見
解
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
行
う
。

2　

検　

討

　

⑴　

規
定
の
文
言
・
文
脈
か
ら
み
た
因
果
関
係
要
件

　

ま
ず
は
、
二
八
条
シ
ャ
ポ
ー
の
「
結
果
と
し
て
」
と
い
う
文
言
を
、「
用
語
の
通
常
の
意
味
」
に
従
い
検
討
す
）
65
（

る
。
尾
崎
判
事
は

―

英
語
正
文
の
文
言
解
釈
と
し
て
は

―
こ
の
文
言
を
、
因
果
関
係
要
件
と
解
す
る
こ
と
も
、
Ａ
Ｉ
が
主
張
す
る
よ
う
に
上
官
の
刑
事
責
任

の
発
生
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
も
、
不
可
能
で
は
な
い
と
指
摘
す
）
66
（

る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
二
八
条
が
置
か
れ
て
い
る
文
脈
、
趣
旨
お
よ
び
目
的
等
に
照
ら
し
た
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
、
尾
崎
判
事
は
前
述

の
通
り
、
二
分
説
の
立
場
か
ら
、
二
八
条
が
関
与
形
式
の
一
種
で
あ
り
、
犯
罪
に
つ
い
て
の
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
る
た
め
に
は
そ
の
犯
罪

に
対
す
る
因
果
的
寄
与
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
依
拠
し
て
、「
結
果
と
し
て
」
と
い
う
文
言
を
因
果
関
係
要
件
と
解
す
る
の
が
妥
当
と

す
）
67
（

る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
通
り
、
そ
も
そ
も
二
分
説
が
妥
当
で
な
い
。
ま
た
、
上
官
責
任
に
お
け
る
上
官
は
、
部
下
に
よ
る
犯
罪
に
対

し
て
関
与
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
う
る
た
め
、
犯
罪
に
対
す
る
因
果
的
寄
与
と
い
う
要
件
が
不
要
と
さ
れ
る

余
地
が
あ
る
こ
と
も
、
既
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
単
一
説
を
採
用
し
、
か
つ
、「
結
果
と
し
て
」
と
い
う
文
言
が
因
果
関

係
要
件
を
意
味
す
る
と
解
し
た
場
合
、
事
後
不
作
為
類
型
に
関
し
て
も
因
果
関
係
を
要
求
す
る
と
い
う
不
当
な
結
論
に
至
っ
て
し
ま
）
68
（
う
。

こ
の
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、「
結
果
と
し
て
」
と
い
う
文
言
は
因
果
関
係
要
件
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
Ａ
Ｉ
の
見
解
の
方
が
、

妥
当
と
い
い
う
）
69
（
る
。
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⑵　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
八
条
の
起
草
過
程

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
Ａ
Ｉ
の
見
解
は
、
二
八
条
の
起
草
過
）
70
（

程
に
照
ら
し
て
も
、
な
お
採
用
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
上
官
責
任
規
定
に

お
け
る
「
結
果
と
し
て
」（as a result of

）
と
い
う
文
言
は
、
一
九
九
六
年
準
備
委
員
会
草
案
第
Ｃ
条
に
お
い
て
既
に
み
ら
）
71
（
れ
、
最
終
的

に
採
択
さ
れ
た
二
八
条
に
至
る
ま
で
、
一
貫
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
Ａ
Ｉ
に
よ
れ
ば
、
因
果
関
係
要
件
が
上
官
責
任
の
独

立
し
た
要
件
と
し
て
導
入
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
起
草
段
階
で
議
論
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
点
に
関
す
る
明
示
的

な
立
法
者
意
思
は
読
み
取
れ
な
）
72
（
い
。
ま
た
、
管
見
の
限
り
で
は
、「
結
果
と
し
て
」
と
い
う
文
言
の
導
入
意
図
に
つ
い
て
明
示
的
に
述
べ

た
起
草
資
料
は
存
在
し
な
）
73
（

い
。

　

一
方
、
ス
タ
イ
ナ
ー
判
事
は
、
起
草
過
程
中
に
は
、「
結
果
と
し
て
」
と
い
う
文
言
が
因
果
関
係
要
件
を
示
す
と
解
す
る
見
解
に
親
和

的
な
規
定
も
存
在
し
た
と
す
）
74
（

る
。
一
九
九
六
年
準
備
委
員
会
に
お
い
て
、
英
国
は
上
官
責
任
規
定
の
シ
ャ
ポ
ー
に
相
当
す
る
箇
所
を
、
以

下
の
よ
う
に
提
案
し
て
い
た
。

“In addition to other 

（types of com
plicity

） （m
odes of participation

） in crim
es under this Statute, a com

m
ander is also crim

inally 

responsible （as an aider and abettor

） for such crim
es com

m
itted by forces under his com

m
and as a result of his failure to exercise 

proper control w
here:

）
75
（...

”（
イ
タ
リ
ッ
ク
は
筆
者
）

　

確
か
に
、
こ
の
規
定
に
お
い
て
は

―
お
そ
ら
く
は
「com

m
itted

」
と
「as a result of

」
の
位
置
が
近
い
た
め
に

―
「
結
果
と

し
て
」
と
い
う
文
言
を
因
果
関
係
要
件
と
解
し
た
方
が
自
然
で
あ
る
と
い
う
感
覚
に
は
、
一
理
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
他
方
で
、
こ
の

文
言
が
、
起
草
者
に
よ
り
因
果
関
係
要
件
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
自
覚
的
に
採
用
さ
れ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
の
も
確
か
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
起
草
過
程
に
依
拠
し
て
こ
の
文
言
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
Ａ
Ｉ
の
見
解
も
立
法
者
の
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意
思
に
反
す
る
と
い
え
る
わ
け
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
）
76
（
る
。

　

加
え
て
、
こ
の
文
言
が
因
果
関
係
要
件
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
二
分
説
・
単
一
説
の
い
ず
れ
を
採
用
し
て
も
不
当
な
結
論
に
至
る
こ

と
は
、
再
三
述
べ
て
き
た
。
仮
に
二
八
条
の
起
草
者
が
こ
の
文
言
を
因
果
関
係
要
件
と
解
し
て
い
た
と
し
て
も
、
結
論
の
妥
当
性
に
目
を

向
け
て
い
た
の
か
は
、
疑
わ
し
い
。

　

⑶　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
外
の
規
則
と
の
対
比

　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
一
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
二
次
的
な
法
源
と
し
て
、「
適
用
さ
れ
る
条
約
並
び
に
国
際
法
の
原
則
及
び
規
則
」

お
よ
び
「
裁
判
所
が
世
界
の
法
体
系
の
中
の
国
内
法
か
ら
見
い
だ
し
た
法
の
一
般
原
則
」
を
適
用
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に

従
い
、
Ａ
Ｉ
は
、
上
官
責
任
を
定
め
た
国
際
条
約
（
第
一
追
加
議
定
書
八
六
条
二
項
等
）、
慣
習
国
際
法
（
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
の
判
例
等
）
お

よ
び
国
内
法
等
に
お
い
て
も
、
因
果
関
係
は
明
示
的
に
要
求
さ
れ
て
い
な
い
と
主
張
す
）
77
（

る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
論
拠
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
お
け
る
因
果
関
係
要
件
の
要
否
の
検
討
に
際
し
て
直
接
的
に
影
響
を
持
つ
か
は
疑
問
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
こ
こ
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
は
、
二
八
条
シ
ャ
ポ
ー
の
「
結
果
と
し
て
」
と
い
う
文
言
が
因
果
関
係
要
件
を
意
味
す
る
の
か
否

か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
お
よ
そ
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
制
約
を
離
れ
て
）
上
官
責
任
に
お
い
て
因
果
関
係
要
件
が
要
求
さ
れ
る
べ
き
か
否
か

で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
外
の
法
源
は
、
あ
く
ま
で
参
考
程
度
に
留
ま
る
べ
き
で
あ
ろ
）
78
（

う
。

　

⑷　

正
文
間
の
文
言
の
差
異

　

Ａ
Ｉ
お
よ
び
尾
崎
判
事
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
英
語
版
以
外
の
正
文
に
お
い
て
、「
結
果
と
し
て
」（as a result of

）
に
相
当
す
る
文
言
が

ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
て
い
）
79
（

る
。

　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
六
つ
の
正
文
（
五
〇
条
一
項
）
の
う
ち
、
英
語
・
ア
ラ
ビ
ア
語
・
ロ
シ
ア
語
・
ス
ペ
イ
ン
語
版
に
お
い
て
は
、「
結
果
と

し
て
」
に
相
当
す
る
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
語
お
よ
び
中
国
語
版
に
お
い
て
は
、「
上
官
が
管
理
を
適
切
に
行
わ
な

か
っ
た
場
合

0

0

」
に
は
刑
事
責
任
が
生
じ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
）
80
（
う
。
後
者
に
お
い
て
は
、
管
理
懈
怠
と
犯
罪
発
生
と
の
間
に
因
果
関
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係
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
英
語
版
の
「
結
果
と
し
て
」
と
い
う
文
言
が
上
官
の
刑
事
責
任
の
発
生
を
意
味

す
る
と
の
立
場
に
親
和
的
で
あ
）
81
（

る
。
こ
の
こ
と
に
依
拠
し
て
、
Ａ
Ｉ
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
・
中
国
語
版
を
他
の
正
文
と
合
致
さ
せ
る
解
釈

を
採
用
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
文
言
は
因
果
関
係
要
件
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
）
82
（
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
八
条
に

つ
き
各
正
文
間
で
差
異
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
起
草
過
程
に
お
い
て
「
結
果
と
し
て
」
と
い
う
文
言
の
意
味
が
十
分
に
詰
め
ら
れ
な
か
っ

た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
Ａ
Ｉ
の
指
摘
は
傾
聴
に
値
す
る
。

　

一
方
、
尾
崎
判
事
は
、
各
正
文
間
の
文
言
の
差
異
を
認
め
つ
つ
、「
二
二
条
二
項
で
定
め
ら
れ
る
厳
格
解
釈
の
原
則
に
よ
り
、
当
裁
判

部
は
、
適
切
に
管
理
を
行
使
す
べ
き
指
揮
官
の
義
務
を
犯
罪
の
実
行
と
連
結
す
る
解
釈
〔
因
果
関
係
要
件
肯
定
〕
と
親
和
的
に
解
す
る
よ
う

要
求
さ
れ
る
」
と
す
）
83
（
る
。
こ
の
点
、
二
二
条
二
項
は
、「
犯
罪
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
厳
格
に
解
釈
す
る
も
の
と
し
、
類
推
に
よ
っ
て
拡

大
し
て
は
な
ら
な
い
。
あ
い
ま
い
な
場
合
に
は
、
そ
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
捜
査
さ
れ
、
訴
追
さ
れ
、
又
は
有
罪
の
判
決
を
受
け
る
者
に

有
利
に
解
釈
す
る
」
と
定
め
る
。
す
な
わ
ち
、
同
項
で
は
、
厳
格
解
釈
の
原
則
お
よ
び
類
推
解
釈
の
禁
止
に
加
え
て
、（
通
常
は
手
続
法
分

野
で
言
及
さ
れ
る
）「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
原
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
同
項
に
鑑
み
る
と
、
尾
崎
判
事
は
、
二
八
条
の
解

釈
に
際
し
て
、
処
罰
範
囲
が
よ
り
狭
く
、
被
告
人
に
有
利
に
な
る
と
い
う
意
味
で
の
「
厳
格
）
84
（
な
」
解
釈
を
採
用
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
に
、「as a result

」
と
い
う
文
言
は
、
上
官
の
刑
事
責
任
の
発
生
で
は
な
く
、
因
果
関
係
要
件
と
解
す
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
（
後
者
の
方
が
、
因
果
関
係
と
い
う
追
加
的
な
要
件
が
付
さ
れ
る
た
め
、
前
者
よ
り
処
罰
範
囲
が
狭
く
な
る
）。

　

も
っ
と
も
、
二
二
条
二
項
は
、
考
え
ら
れ
る
中
で
最
も
制
限
的
か
つ
被
告
人
に
最
も
有
利
な
解
釈
を
採
用
す
る
よ
う
、
裁
判
所
に
課
す

も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
仮
に
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
は
刑
罰
法
規
の
解
釈
に
際
し
て
、
道
理
に
合
う
解
釈
を
試
み
る

余
地
す
ら
な
く
、
常
に
被
告
人
に
最
も
有
利
な
解
釈
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
）
85
（
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
文
言
上
可
能

な
範
囲
で
、
被
告
人
の
処
罰
を
拡
大
す
る
方
向
で
の
解
釈
を
行
う
こ
と
は
許
容
さ
れ
う
る
。

　

再
三
述
べ
た
通
り
、
二
分
説
お
よ
び
「as a result of

」
を
因
果
関
係
要
件
と
解
す
る
見
解
に
は
様
々
な
問
題
点
が
存
在
す
る
こ
と
に
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鑑
み
れ
ば
、
単
一
説
か
つ
「as a result of

」
を
刑
事
責
任
の
発
生
と
解
す
る
立
場
の
方
が
結
論
に
お
い
て
優
れ
、
か
つ
文
言
上
も
採
用

可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

3　

私　

見

　

以
上
の
諸
種
の
論
拠
に
鑑
み
、
結
論
か
ら
い
え
ば
、
Ａ
Ｉ
の
見
解
は
支
持
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

二
八
条
シ
ャ
ポ
ー
に
い
う
「
結
果
と
し
て
」
と
い
う
文
言
の
意
義
に
つ
き
、
起
草
過
程
の
中
に
は
決
定
的
な
証
拠
は
見
出
せ
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
二
八
条
の
文
脈
・
趣
旨
・
目
的
等
に
照
ら
し
て
最
も
合
理
的
な
意
味
が
こ
の
文
言
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
単
一
説
に

立
っ
た
上
で
、
こ
の
文
言
が
因
果
関
係
要
件
を
意
味
す
る
と
し
た
場
合
、
事
後
不
作
為
類
型
に
お
い
て
も
、
上
官
の
不
作
為
と
犯
罪
発
生

と
の
間
の
因
果
関
係
が
要
求
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
回
避
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
対
象
的
に
、「
結
果
と
し

て
」
と
い
う
文
言
を
刑
事
責
任
の
発
生
と
解
し
た
場
合
、「
管
理
を
行
使
し
な
か
っ
た
結
果
と
し
て
上
官
は
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
」
と

い
う
関
係
性
は
、
事
前
不
作
為
・
事
後
不
作
為
の
両
類
型
で
問
題
な
く
妥
当
す
る
た
め
、
事
後
不
作
為
類
型
を
最
も
適
切
に
説
明
で
き
る

と
い
え
よ
）
86
（
う
。

　

現
状
、
学
説
の
圧
倒
的
多
数
は
、
二
八
条
（
ａ
）
シ
ャ
ポ
ー
に
い
う
「
結
果
と
し
て
」
と
い
う
文
言
が
因
果
関
係
要
件
を
意
味
す
る
と

解
し
て
お
り
、
Ａ
Ｉ
の
見
解
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
見
解
は
再
度
評
価
さ
れ
、
二
八
条
を
め
ぐ
る
議
論
に
取
り
込

ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

五　

結　

論

　

本
稿
の
結
論
を
要
約
す
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
（
管
理
の
懈
怠
）
と
、
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
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不
作
為
（
防
止
・
抑
止
・
付
託
の
懈
怠
）
が
別
個
の
概
念
で
あ
る
と
す
る
二
分
説
は
、
妥
当
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
ま
ず
、
二
分
説
を

徹
底
す
る
と
、
上
官
が
一
般
的
な
管
理
を
果
た
し
て
さ
え
い
れ
ば
、
具
体
的
場
面
に
お
い
て
犯
罪
を
防
止
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
不
可
罰

と
な
る
と
い
う
点
で
、
結
論
が
不
当
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
二
分
説
の
論
者
は
、
①
シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
と
②
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ

の
不
作
為
の
重
な
り
合
い
を
論
拠
に
、
具
体
的
犯
罪
の
防
止
懈
怠
を
も
っ
て
両
不
作
為
が
同
時
に
充
足
さ
れ
る
と
す
る
が
、
そ
れ
は
、
①

シ
ャ
ポ
ー
の
不
作
為
が
本
質
的
に
は
不
要
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
上
官
責
任
が
関
与
形
式
の
一
種
で
あ
り
、
事
後

不
作
為
類
型
に
お
い
て
も
因
果
的
寄
与
が
必
要
で
あ
る
が
ゆ
え
に
二
分
説
が
妥
当
と
す
る
見
解
は
、
上
官
責
任
が
不
作
為
の
み
に
つ
い
て

の
「
固
有
」
の
責
任
を
問
う
も
の
で
あ
る
点
を
看
過
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
単
一
説
が
妥
当
で
あ
り
、
上
官
責
任
の
処
罰
対
象
と
し
て

の
不
作
為
は
、
防
止
・
抑
止
・
付
託
の
懈
怠
に
尽
き
る
。

　

次
に
、
二
八
条
（
ａ
）
シ
ャ
ポ
ー
の
「
結
果
と
し
て
」
と
い
う
文
言
が
、
上
官
の
不
作
為
の
「
結
果
と
し
て
」
部
下
に
よ
る
犯
罪
が
生

じ
た
と
い
う
意
味
で
因
果
関
係
要
件
を
意
味
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
上
官
は
自
己
の
不
作
為
の
「
結
果
と
し
て
」
犯
罪
に
つ
い
て
の
責

任
を
問
わ
れ
る
と
い
う
意
味
で
刑
事
責
任
の
発
生
を
意
味
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
、
仮
に
前
者
の
見
解
に
立
っ
た
場
合
、
特

に
事
後
不
作
為
類
型
に
お
い
て
、
上
官
が
部
下
に
よ
る
あ
る
犯
罪
を
処
罰
ま
た
は
付
託
し
な
か
っ
た
結
果
と
し
て
そ
の
犯
罪
が
生
じ
た
、

と
い
う
非
論
理
的
な
関
係
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、「
結
果
と
し
て
」
と
い
う
文
言
は
、

因
果
関
係
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
方
が
妥
当
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
上
官
責
任
に
お
け
る
不
作
為
の
構
造
の
大
枠
を
示
す
に
留
ま
っ
た
。
具
体
的
に
上
官
の
い
か
な
る
不
作
為
が
そ
の
処
罰
対

象
に
含
ま
れ
る
か

―
特
に
、
一
般
的
義
務
の
違
反
が
ど
こ
ま
で
考
慮
さ
れ
う
る
か

―
は
、
さ
ら
に
明
確
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
こ

の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
1
）  

国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
の
対
象
犯
罪
で
あ
る
集
団
殺
害
犯
罪
（
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
）、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
、
戦
争
犯
罪
お
よ
び
侵
略
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犯
罪
は
、「
国
際
社
会
全
体
の
関
心
事
で
あ
る
最
も
重
大
な
犯
罪
」
で
あ
る
と
さ
れ
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
五
条
等
参
照
）、
中
核
犯
罪
（core crim

es

）

と
も
呼
ば
れ
る
。

（
2
）  

上
官
責
任
に
関
し
て
は
、
横
濱
和
弥
「
国
際
刑
法
に
お
け
る
『
上
官
責
任
』
に
関
す
る
一
考
察
」
法
学
政
治
学
論
究
九
二
号
（
二
〇
一
二
年
）

三
六
五
頁
以
下
、
永
福
誠
也
『
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
第
二
八
条
に
み
る
上
官
責
任
の
考
察
』
内
外
出
版
（
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

（
3
）  
上
官
責
任
の
初
の
適
用
事
例
と
さ
れ
る
、
第
二
次
大
戦
直
後
の
い
わ
ゆ
る
山
下
裁
判
に
関
し
て
は
、
岡
田
泉
「
山
下
裁
判
と
戦
争
犯
罪
に
対
す

る
指
揮
官
責
任
の
法
理
（
一
）（
二
・
完
）」
南
山
法
学
二
六
巻
三
・
四
号
（
二
〇
〇
三
年
）
二
三
頁
以
下
、
同
二
七
巻
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
五

一
頁
以
下
参
照
。

（
4
）  

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
）
規
程
七
条
三
項
お
よ
び
ル
ワ
ン
ダ
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
）
規
程
六
条
三
項
参

照
。

（
5
）  

な
お
、
二
八
条
（
ａ
）
は
主
体
が
「
軍
の
指
揮
官
又
は
実
質
的
に
軍
の
指
揮
官
と
し
て
行
動
す
る
者
」
の
場
合
、（
ｂ
）
は
主
体
が
軍
の
指
揮

官
以
外
の
上
官
（
い
わ
ゆ
る
文
民
の
上
官
）
の
場
合
の
規
定
で
あ
る
。
本
稿
で
は
便
宜
上
、（
ａ
）
の
規
定
を
用
い
て
検
討
を
行
う
。

（
6
）  

横
濱
（
前
掲
注
（
2
）
三
八
四
頁
以
下
、
永
福
（
前
掲
注
（
2
））
二
七
七
頁
以
下
参
照
。

（
7
）  

ベ
ン
バ
事
件
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
三
年
に
か
け
て
、
中
央
ア
フ
リ
カ
共
和
国
に
お
け
る
武
力
紛
争
下
で
活
動
す
る
コ
ン
ゴ

解
放
運
動
（
Ｍ
Ｌ
Ｃ
）
が
、
同
国
内
で
住
民
に
対
す
る
殺
人
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
七
条
一
項
（
ａ
）
お
よ
び
八
条
二
項
（
ｃ
）（
ⅰ
））、
強
姦
（
七
条

一
項
（
ｇ
）、
八
条
二
項
（
ｅ
）（
ⅵ
））
お
よ
び
略
奪
（
八
条
二
項
（
ｅ
）（
ⅴ
））
に
及
ん
だ
こ
と
に
つ
き
、
Ｍ
Ｌ
Ｃ
の
議
長
で
あ
っ
た
被
告
人

の
刑
事
責
任
が
問
題
と
な
っ
た
。
予
審
裁
判
部
に
お
い
て
は
、
ま
ず
共
同
正
犯
（
二
五
条
三
項
（
ａ
））
が
検
討
さ
れ
た
も
の
の
、
主
観
的
要
件

の
観
点
か
ら
そ
の
成
立
が
否
定
さ
れ
、
上
官
責
任
（
二
八
条
（
ａ
））
に
基
づ
く
犯
罪
事
実
の
確
認
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
第
一
審
裁
判
部
に

お
い
て
も
、
被
告
人
は
上
官
責
任
に
基
づ
き
、
犯
罪
を
防
止
・
抑
止
・
付
託
し
な
か
っ
た
と
し
て
有
罪
と
な
っ
た
。

（
8
）  Jean Pierre Bem

ba G
om

bo, ICC 

（PTC II

）, D
ecision Pursuant to Article 61 

（7

）（a

） and 

（b

） of the Rom
e Statute on the 

Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bem
ba G

om
bo, ICC -01/05 -01/08 -424, 15 June 2009 （

以
下
、Bem

ba PTC

）.

（
9
）  Jean Pierre Bem

ba G
om

bo, ICC 

（TC III

）, Judgm
ent pursuant to A

rticle 74 of the Statute, ICC -01/05 -01/08 -3343, 21 
M

arch 2016 （
以
下
、Bem

ba TC

）.

（
10
）  

日
本
語
訳
は
、
薬
師
寺
公
夫
ほ
か
〔
編
〕『
ベ
ー
シ
ッ
ク
条
約
集
２
０
１
６
』
東
信
堂
（
二
〇
一
六
年
）
に
よ
る
。
な
お
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
規
程
六

条
三
項
も
ほ
ぼ
同
様
の
文
言
で
あ
る
。
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（
11
）  A

leksovski, ICTY （AC

）, Judgem
ent, IT -95 -14/1 -A, 24 M

arch 2000, para. 72; M
ucić et al., ICTY （TC

）, Judgem
ent, IT -96 -

21 -T, 16 N
ovem

ber 1998, para. 346

（
以
下
、M

ucić et al. TC

）.
（
12
）  M

ucić et al. TC, para. 400

参
照
。

（
13
）  O

rić, ICTY （TC II

）, Judgem
ent, IT -03 -68 -T, 30 June 2006, para. 338

等
参
照
。
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
に
お
い
て
因
果
関
係
要
件
が

不
要
と
さ
れ
た
理
由
と
し
て
は
、（
１
）
事
後
不
作
為
類
型
が
存
在
す
る
こ
と
自
体
が
、
上
官
責
任
の
独
立
し
た
要
素
と
し
て
の
因
果
関
係
は
不

要
で
あ
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
こ
と
、（
２
）
事
前
不
作
為
類
型
に
お
い
て
因
果
関
係
を
要
求
し
た
場
合
、
上
官
責
任
と
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
七
条
一

項
に
基
づ
く
（
正
犯
・
共
犯
等
の
）
責
任
と
の
間
の
区
別
が
消
失
し
て
し
ま
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。Boris Burghardt, D

ie Vorgesetz-
tenverantw

ortlichkeit im
 völkerrechtlichen Straftatsystem

 （2008

）, S. 205 ff.

も
参
照
。

（
14
）  Chantal M

eloni, Com
m
and Responsibility in International Crim

inal Law
 （2010

）, pp. 92 et seq.

（
15
）  M

ucić et al., ICTY （AC

）, Judgem
ent, IT -96 -21 -A, 20 Februrary 2001, para. 196 （

以
下
、M

ucić et al. AC

）; M
ucić et al. TC, 

para. 378

参
照
。

（
16
）  M

ucić et al. AC, para. 256; M
ucić et al. TC, para. 378

参
照
。

（
17
）  Jean Pierre Bem

ba G
om

bo, ICC 
（TC III

）, Separate O
pinion of Judge Sylvia Steiner, ICC -01/05 -01/08 -3343 -A

nxI, 21 
M

arch 2016 （
以
下
、Steiner, Separate O

pinion

）.

（
18
）  Jean Pierre Bem

ba G
om

bo, ICC 

（TC III

）, Separate O
pinion of Judge Kuniko O

zaki, ICC -01/05 -01/08 -3343 -A
nxII, 21 

M
arch 2016 （

以
下
、O

zaki, Separate O
pinion

）.

（
19
）  

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、M

eloni, supra note 14, pp. 164 et seq.; A
lejandro Kiss, Com

m
and Responsibility under Article 28 of 

the Rom
e Statute, in: Carsten Stahn （ed.

）, The Law
 and Practice of the International Crim

inal Court （2015

）, pp. 608 et seq.; 
Volker N

erlich, Superior Responsibility under Article 28 ICC Statute: For W
hat Exactly is the Superior H

eld Responsible?, 
Journal of International Crim

inal Justice 

（JICJ

）, Vol. 5 
（2007

）, pp. 665 et seq.; Barrie Sander, U
nravelling the Confusion 

Concerning Successor Superior Responsibility in the ICTY Jurisprudence, Leiden Journal of International Law
 

（LJIL

）, Vol. 
23 

（2010

）, pp. 132 et seq.; O
tto Triffterer, Com

m
and Responsibility - G

rundstrukturen und Anw
endungsbereiche von Art. 28 

des Rom
 Statutes. Eignung, auch zur Bekäm

pfung des internationalen Terrorism
us?, in: Cornelius Prittw

itz u.a. （H
rsg.

）, Fest-
schrift für Klaus Lüderssen zum

 70. G
eburtstag （2002

）, S. 437 ff. （
以
下
、Triffterer, FS-Lüderssen

）; O
tto Triffterer, Causality, 
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a Separate Elem
ent of the D

octrine of Superior Responsibility as Expressed in Article 28 Rom
e Statute?, LJIL Vol. 15 （2002

）, 
pp. 179 et seq. 

（
以
下
、Triffterer, LJIL

）; O
tto Triffterer, Com

m
and Responsibility, Article 28 Rom

e Statute, an Extension of 
Individual Crim

inal Responsibility for Crim
es W

ithin the Jurisdiction of the Court - Com
patible w

ith Article 22, nullum
 cri-

m
en sine lege?, in: Otto Triffterer （H

rsg.

）, Gedächtnisschrift für Theo Vogler （2004

）, S. 213 ff. （
以
下
、Triffterer, GS-Vogler

）; Otto 
Triffterer, 

“Com
m
and Responsibility

” - Crim
en Sui G

eneris or Participation as 

“otherw
ise provided

” in Article 28 Rom
e Stat-

ute?, in: Festschrift für Albin Eser zum
 70. G

eburtstag 

（2005

）, S. 901 ff. 

（
以
下
、Triffterer, FS-Eser

）; G
erhard W

erle/Florian 
Jeßberger, Völkerstrafrecht, 4. Aufl. （2016

）, Rn. 634 ff.

（
20
）  Bem

ba TC, paras. 202 et seq.; Bem
ba PTC, paras. 437 et seq.

参
照
。

（
21
）  N

erlich, supra note 19, pp. 668 et seq.

参
照
。

（
22
）  Steiner, Separate O

pinion, para. 14; O
zaki, Separate O

pinion, paras. 13, 17; Triffterer, FS-Lüderssen, S. 447; Triffterer, 
LJIL, pp. 199 et seq.; Triffterer, G

S-Vogler, S. 251

参
照
。

（
23
）  Triffterer, G

S-Vogler, p. 233.

（
24
）  Steiner, Separate O

pinion, para. 12; O
zaki, Separate O

pinion, para. 15 note 22, para. 17; M
eloni, supra note 14, p. 165; 

Triffterer, FS-Lüderssen, S. 448.

（
25
）  Steiner, Separate O

pinion, para. 12; O
zaki, Separate O

pinion, para. 15; M
eloni, supra note 14, p. 165

参
照
。

（
26
）  Steiner, Separate O

pinion, para. 12; O
zaki, Separate O

pinion, para. 15. 

ま
た
、W

illiam
 J. Fenrick, Article 28: Responsibility 

of Com
m
anders and O

ther Superiors, in: O
tto Triffterer （ed.

）, Com
m
entary on the Rom

e Statute of the Internationa Crim
inal 

Court （1999

）, m
n. 9

も
参
照
。

（
27
）  Triffterer, FS-Lüderssen, S. 448.

（
28
）  M
eloni, supra note 14, p. 166

参
照
。

（
29
）  W

erle/Jeßberger, a.a.O. 

（Fn. 19

）, Rn. 636. 

同
旨
、Steiner, Separate O

pinion, para. 13; O
zaki, Separate O

pinion, para. 17

参

照
。
な
お
、
ト
リ
フ
テ
ラ
ー
は
、「
部
下
に
よ
っ
て
犯
罪
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
上
官
に
よ
り
適
切
に
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
の
一
応
の
〔prim

a facie

〕
証
拠
の
一
種
と
な
る
」
と
す
る
。Triffterer, FS-Lüderssen, p. 448; Triffterer, FS-Eser, p. 911. 

し
か
し
、
犯
罪
発
生
の
み
を
も
っ
て
管
理
懈
怠
を
自
動
的
に
認
め
る
と
す
れ
ば
、
も
は
や
こ
の
要
件
は
存
在
意
義
を
失
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
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得
な
い
。

（
30
）  Steiner, Separate O

pinion, para. 11; O
zaki, Separate O

pinion, para. 15

参
照
。

（
31
）  Steiner, Separate O

pinion, para. 14; O
zaki, Separate O

pinion, paras. 13, 17; Triffterer, FS-Lüderssen, S. 445, 456

参
照
。

（
32
）  
こ
の
問
題
は
し
ば
し
ば
「
承
継
的
上
官
責
任
」（successor superior responsibility

）
の
問
題
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

Sander, supra note 19, pp. 105 et seq.

参
照
。

（
33
）  Sander, supra note 19, pp. 133 et seq.

参
照
。

（
34
）  

た
と
え
ば
、W

erle/Jeßberger, a.a.O. （Fn. 19

）, Rn. 637

参
照
。

（
35
）  Thom

as W
eigend, Bem

erkungen zur Vorgesetztenverantw
ortlichkeit im

 Völkerstrafrecht, ZStW
 2004, S. 1016; H

ans Vest, 
Völkerrechtsverbrecher verfolgen （2011

）, S. 253 f.

も
参
照
。

（
36
）  W

erle/Jeßberger, a.a.O. （Fn. 19

）, Rn. 638

参
照
。

（
37
）  W

erle/Jeßberger, a.a.O. （Fn. 19

）, Rn. 634

参
照
。

（
38
）  O

zaki, Separate O
pinion, para. 9. Steiner, Separate O

pinion, para. 7

も
参
照
。

（
39
）  O

zaki, Separate O
pinion, paras. 5 et seq.

参
照
。

（
40
）  

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
「
国
際
刑
法
に
お
け
る
『
正
犯
概
念
』
の
形
成
と
意
義
」
川
端
博
ほ
か
〔
編
〕『
理
論
刑
法
学
の
探
求
③
』
成
文
堂

（
二
〇
一
〇
年
）
所
収
一
一
六
頁
以
下
、
後
藤
啓
介
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
お
け
る
行
為
支
配
論
の
展
開
」
国
際
人
権
二
六
号
（
二
〇
一
五
年
）

一
〇
九
頁
以
下
参
照
。

（
41
）  

Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
規
程
で
は
、
上
官
責
任
は
「
個
人
の
刑
事
上
の
責
任
」
に
つ
い
て
定
め
る
七
条
で
定
め
ら
れ
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
で
は
、「
刑
法
の
一
般

原
則
」
に
つ
い
て
定
め
る
第
三
部
の
中
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
42
）  O

zaki, Separate O
pinion, para. 6. 

ま
た
、Bem

ba TC, para. 174

も
参
照
。

（
43
）  H
alilović, ICTY （TC

）, Judgem
ent, IT -01 -48 -T, 16 N

ovem
ber 2005, para. 54

参
照
。
ま
た
、
横
濱
（
前
掲
注
（
2
））
三
八
〇
頁

以
下
も
参
照
。
な
お
、
亀
甲
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
様
。

（
44
）  

こ
れ
は
、
裁
判
所
の
事
項
的
管
轄
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
横
濱
（
前
掲
注
（
2
））
三
八
二
頁
参
照
。

（
45
）  

横
濱
（
前
掲
注
（
2
））
三
八
八
頁
参
照
。
な
お
、
尾
崎
判
事
は
、「
二
八
条
が
固
有
の
性
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
そ
の
よ
う
な

刑
法
の
基
本
原
則
〔
犯
罪
に
対
す
る
因
果
的
寄
与
の
必
要
性
〕
を
適
用
し
な
い
こ
と
の
理
由
に
は
な
ら
な
い
」（O

zaki, Separate O
pinion, 
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para. 9

）
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
法
廷
で
言
わ
れ
る
意
味
で
の
上
官
責
任
の
固
有
性
を
前
提
と
す
れ
ば
、
上
官
は
部
下
に
よ

る
（
自
身
が
因
果
的
に
寄
与
し
て
い
な
い
）
犯
罪
で
は
な
く
、
自
己
の
不
作
為
の
み
に
つ
い
て
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
た
め
、「
刑
法
の
基
本
原

則
」
に
は
反
し
て
い
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
46
）  
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
三
〇
条
に
関
し
て
は
、
横
濱
和
弥
「
国
際
刑
法
に
お
け
る
犯
罪
の
主
観
的
成
立
要
件
に
つ
い
て
」
法
学
政
治
学
論
究
一
〇
九
号

（
二
〇
一
六
年
）
六
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
47
）  
三
〇
条
の
適
用
を
肯
定
す
る
見
解
と
し
て
、N

erlich, supra note 19, p. 679; Triffterer, G
S-Vogler, S. 232; Triffterer, FS-Eser, S. 

910

参
照
。
な
お
、
尾
崎
・
ス
タ
イ
ナ
ー
両
判
事
、
ヴ
ェ
ル
レ
＝
イ
ェ
ー
ス
ベ
ル
ガ
ー
ら
は
、
三
〇
条
の
適
用
の
有
無
に
つ
き
明
言
し
て
い
な
い
。

（
48
）  

こ
こ
で
は
、
三
〇
条
二
項
（
ａ
）
で
要
求
さ
れ
る
「
意
図
」
の
理
解
が
問
題
と
な
る
。Kai A

m
bos, Treatise on International Crim

inal 
Law, Vol. 1 （2013

）, pp. 274 et seq.

参
照
。

（
49
）  Bem

ba PTC, para. 413.

（
50
）  Bem

ba PTC, para. 415.

（
51
）  Bem

ba PTC, para. 422.

（
52
）  Bem

ba PTC, para. 423.

（
53
）  Bem

ba PTC, para. 424.

（
54
）  Bem

ba PTC, para. 424. 

な
お
、
予
審
裁
判
部
は
、
犯
罪
後
に
着
任
し
た
上
官
が
付
託
を
怠
っ
た
場
合
、
上
官
責
任
を
否
定
す
る
。
な
ぜ
な

ら
、
二
八
条
シ
ャ
ポ
ー
に
お
い
て
、
管
理
懈
怠
の
「
結
果
と
し
て
」
行
わ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
上
官
の
刑
事
責
任
が
生
じ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る

た
め
、
少
な
く
と
も
犯
罪
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
時
点
に
お
い
て
上
官
が
実
質
的
管
理
を
有
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
か
ら
と
さ
れ
る
。 

Bem
ba PTC, paras. 418 -419. 

し
か
し
、
予
審
裁
判
部
に
よ
れ
ば
、
管
理
懈
怠
の
「
結
果
と
し
て
」
犯
罪
が
生
じ
た
と
い
う
因
果
関
係
要
件
は

事
後
不
作
為
類
型
に
は
か
か
ら
な
い
と
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
犯
罪
終
了
後
に
着
任
し
た
上
官
の
付
託
懈
怠
が
、
因
果
関
係
の
欠
如
に

基
づ
き
不
可
罰
と
な
る
の
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
な
お
、
二
八
条
（
ａ
）（
ｉ
）
の
主
観
的
要
件
に
着
目
し
て
、
そ
の
よ
う
な
上
官
の
刑
事

責
任
を
否
定
す
る
見
解
と
し
て
は
、
永
福
（
前
掲
注
（
2
））
一
九
五
頁
、Jens Bülte, Vorgesetztenverantw

ortlichkeit im
 Strafrecht 

（2015

）, S. 621

参
照
。

（
55
）  W

eigend, a.a.O. （Fn. 35

）, S. 1017; N
ora Karsten, D

ie strafrechtliche Verantw
ortlichkeit des nicht-m

ilitärischen Vorgesetzten 

（2010

）, S. 68

参
照
。
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（
56
）  Bülte, a.a.O. （Fn. 54

）, S. 619

参
照
。

（
57
）  W

eigend, a.a.O. （Fn. 35

）, S. 1017; Karsten, a.a.O. （Fn. 55

）, S. 68

参
照
。

（
58
）  M

ucić et al. AC, para. 266; Bem
ba TC, para. 183

参
照
。

（
59
）  
実
質
的
管
理
は
厳
格
に
解
さ
れ
て
き
た
と
い
わ
れ
る
。Beatrice I. Bonafé, Finding a Proper Role for Com

m
and Responsibility, JICJ 

Vol. 5 （2007

）, p. 609 et seq.

参
照
。

（
60
）  W

eigend, a.a.O. （Fn. 35

）, S. 1021; O
zaki, Separate O

pinion, para. 17

参
照
。

（
61
）  

単
一
説
を
と
る
カ
ル
ス
テ
ン
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
は
政
治
的
交
渉
の
所
産
で
あ
る
ゆ
え
理
論
的
な
整
理
は
容
易
で
な
く
、
重
点
を
置
い
た
解
釈
が

有
用
と
す
る
。Karsten, a.a.O. （Fn. 55

）, S. 69

参
照
。

（
62
）  Jean Pierre Bem

ba G
om

bo, ICC 

（PTC II -Am
nesty International

）, Am
icus Curiae O

bservations on Superior Responsibility 
Subm

itted Pursuant to Rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence, ICC -01/05 -01/08 -406, 20 April 2009, para. 40 （
以

下
、A

m
nesty International, Am

icus Curiae

） 

等
を
参
照
。

（
63
）  A

m
nesty International, Am

icus Curiae, para. 39. 

日
本
語
公
定
訳
は
、
こ
の
文
言
を
因
果
関
係
要
件
と
し
て
訳
し
て
お
り
、
Ａ
Ｉ
の
解

釈
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
誤
訳
と
な
ろ
う
。

（
64
）  Bem

ba TC, paras. 210 et seq.; Bem
ba PTC, paras. 423 et seq.

参
照
。

（
65
）  

国
際
条
約
の
解
釈
規
則
に
つ
い
て
定
め
る
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
（
条
約
法
条
約
）
三
一
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
条
約
の
規
定
は
ま
ず

も
っ
て
「
文
脈
に
よ
り
か
つ
そ
の
趣
旨
及
び
目
的
に
照
ら
し
て
与
え
ら
れ
る
用
語
の
通
常
の
意
味
に
従
い
、
誠
実
に
解
釈
す
る
も
の
と
す
る
」
と

さ
れ
る
。

（
66
）  

同
様
の
指
摘
と
し
て
、O

zaki, Separate O
pinion, para. 8

参
照
。

（
67
）  O

zaki, Separate O
pinion, para. 9. Steiner, Separate O

pinion, para. 14

も
参
照
。

（
68
）  A
m
nesty International, Am

icus Curiae, para. 40

参
照
。

（
69
）  

ま
た
、
Ａ
Ｉ
に
よ
れ
ば
、
二
八
条
に
お
い
て
上
官
の
不
作
為
と
部
下
に
よ
る
犯
罪
と
の
間
の
因
果
関
係
が
要
求
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
二
八
条
に

は
二
五
条
三
項
に
基
づ
く
各
関
与
形
式
を
超
え
る
領
域
が
存
在
し
な
い
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
と
さ
れ
る
。A

m
nesty International, Am

icus 
Curiae, para. 40.

（
70
）  

条
約
法
条
約
三
二
条
に
よ
れ
ば
、
三
一
条
（
前
掲
注
（
65
）
も
参
照
）
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
得
ら
れ
た
意
味
を
確
認
す
る
た
め
、
又
は
、



国際刑法における上官責任の処罰対象としての不作為

33

「（
ａ
）
前
条
の
規
定
に
よ
る
解
釈
に
よ
っ
て
は
意
味
が
あ
い
ま
い
又
は
不
明
確
で
あ
る
場
合
」
若
し
く
は
「（
ｂ
）
三
一
条
の
規
定
に
よ
る
解
釈

に
よ
り
明
ら
か
に
常
識
に
反
し
た
又
は
不
合
理
な
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
場
合
」
に
は
、「
解
釈
の
補
足
的
な
手
段
、
特
に
条
約
の
準
備
作
業
及

び
条
約
の
締
結
の
際
の
事
情
に
依
拠
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
る
。

（
71
）  Report of the Preparatory Com

m
ittee on the Establishm

ent of an International Crim
inal Court, Vol. II, U

N
 D

oc A/51/22 
（1996
）, pp. 85 et seq.

参
照
。

（
72
）  A

m
nesty International, Am

icus Curiae, para. 43 note 108

参
照
。

（
73
）  

な
お
、
キ
ッ
ス
は
、
Ａ
Ｉ
の
見
解
は
起
草
段
階
で
議
論
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
た
め
、「
結
果
と
し
て
」
を
因
果
関
係
要
件
と
解
す
べ
き
と
す
る
。

し
か
し
、
キ
ッ
ス
は
、
起
草
段
階
で
同
文
言
が
因
果
関
係
要
件
と
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
論
拠
も
示
し
て
い
な
い
。Kiss, supra note 19, 

p. 637

参
照
。

（
74
）  Steiner, Separate O

pinion, para. 7; 

ま
た
、O

zaki, Separate O
pinion, para. 10.

（
75
）  Sum

m
ary of the Proceedings of the Preparatory C

om
m
ittee D

uring the Period 25 M
arch-12 A

pril 1996, U
N
 D

oc A
/

AC.249/1, 7 M
ay 1996, p. 85. 

ま
た
、
同
時
期
の
カ
ナ
ダ
提
案
（Applicable Law

 and G
eneral Principles of Law, W

orking Paper 
Subm

itted by Canada, U
N
 D

oc A/AC.249/L.4, 6 August 1996, p. 15

）
も
類
似
し
た
規
定
と
な
っ
て
い
る
。

（
76
）  O

zaki, Separate O
pinion, para. 11

参
照
。

（
77
）  A

m
nesty International, Am

icus Curiae, para. 42

参
照
。

（
78
）  

こ
の
点
に
関
し
て
、Steiner, Separate O

pinion, para. 6

も
参
照
。

（
79
）  

条
約
法
条
約
三
三
条
に
よ
れ
ば
、
条
約
の
正
文
言
語
が
複
数
存
在
し
、
条
約
の
文
言
お
よ
び
起
草
過
程
等
に
依
拠
し
て
も
解
消
さ
れ
な
い
意
味

の
相
違
が
あ
る
場
合
に
は
、「
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
を
考
慮
し
た
上
、
す
べ
て
の
正
文
に
つ
い
て
最
大
の
調
和
が
図
ら
れ
る
意
味
を
採
用
す

る
」
と
さ
れ
る
。

（
80
）  

フ
ラ
ン
ス
語
版
は
「lorsqu

’il ou elle n

’a pas exercé le contrôle
」、
中
国
語
版
は
「
如
果
未
对
〔
…
〕
适
当
行
使
控
制
」
と
定
め
る
。

（
81
）  A

m
nesty International, Am

icus Curiae, para. 44; O
zaki, Separate O

pinion, para. 11

参
照
。

（
82
）  A

m
nesty International, Am

icus Curiae, para. 44

参
照
。

（
83
）  O

zaki, Separate O
pinion, para. 11

参
照
。

（
84
）  

な
お
、
条
約
の
各
言
語
間
で
意
味
が
異
な
る
際
に
、「
よ
り
厳
格
な
」
解
釈
が
用
い
ら
れ
た
例
に
関
し
て
、
杉
原
高
嶺
ほ
か
『
現
代
国
際
法
講
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義
〔
第
五
版
〕』
有
斐
閣
（
二
〇
一
二
年
）
三
一
一
頁
参
照
。

（
85
）  G

erm
ain Katanga, ICC 

（TC II

）, Judgm
ent pursuant to Article 74 of the Statute, ICC -01/04 -01/07 -3436, 7 M

arch 2014, 
para. 53; W

erle/Jeßberger, a.a.O. （Fn. 19

）, Rn. 229

参
照
。

（
86
）  
な
お
、
こ
こ
で
は
「
結
果
と
し
て
」
と
い
う
文
言
が
因
果
関
係
要
件
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
に
留
ま
る
。
仮
に
こ
の

文
言
が
因
果
関
係
要
件
を
意
味
し
な
い
と
し
て
も
、「
防
止
し
な
い
」
と
い
う
不
作
為
に
内
在
す
る
要
素
と
し
て
因
果
関
係
を
要
求
す
る
余
地
は

な
お
あ
り
う
る
。

（
追
記
）
本
稿
は
、
平
成
二
八
年
度
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
博
士
課
程
学
生
研
究
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
補
助
を
受
け
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

横
濱　

和
弥
（
よ
こ
は
ま　

か
ず
や
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
助
教

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会　
　

日
本
刑
法
学
会

専
攻
領
域　
　

刑
法
、
国
際
刑
法

主
要
著
作　
　

 「
国
際
刑
法
に
お
け
る
『
上
官
責
任
』
に
関
す
る
一
考
察

―
日
本
刑
法
上
の
諸
概

念
と
の
対
比
を
中
心
に
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
二
号
（
二
〇
一
二
年
）

　
　
　
　
　
　

 「
国
際
刑
法
に
お
け
る
『
上
官
責
任
』
と
そ
の
国
内
法
化
の
態
様
に
関
す
る
一
考

察

―
ド
イ
ツ
『
国
際
刑
法
典
』
を
素
材
と
し
て
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
七

号
（
二
〇
一
三
年
）

　
　
　
　
　
　

 「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
抽
象
的
危
険
犯
と
犯
罪
地

―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
時
の

動
向
を
参
考
に
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
一
一
号
（
二
〇
一
六
年
）


